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令和３年  第２回  まんのう町議会定例会  

 

まんのう町告示第６９号 

 令和３年第２回まんのう町議会定例会を次のとおり招集する。 

                           令和３年５月２４日 

                           まんのう町長 栗田 隆義 

 

１．招集日 令和３年６月２日 

２．場 所 まんのう町役場議場 

 

 

 

令和３年第２回まんのう町議会定例会会議録（第２号） 

令和３年６月３日（木曜日）午前 ９時３０分 開会 

 

出 席 議 員  １６名 

    １番 鈴 木 崇 容        ２番 常 包   恵 

    ３番 小 山 直 樹        ４番 京 兼 愛 子 

    ５番 竹 林 昌 秀        ６番 川 西 米希子 

    ７番 田 岡 秀 俊        ８番 合 田 正 夫 

    ９番 三 好 郁 雄       １０番 白 川 正 樹 

   １１番 白 川 皆 男       １２番 松 下 一 美 

   １３番 三 好 勝 利       １４番 大 西   豊 

   １５番 川 原 茂 行       １６番 大 西   樹 

 

欠 席 議 員  な し 

 

会議録署名議員の指名議員 

   １４番 大 西   豊       １５番 川 原 茂 行 

 

職務のため出席した者の職氏名 

   議会事務局長  常 包 英 希   議会事務局課長補佐  平 田 友 彦 

 

地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

   町 長  栗 田 隆 義   副 町 長  栗 田 昭 彦 

   教 育 長  三 原 一 夫   総 務 課 長  萩 岡 一 志 
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   企画政策課長  松 浦 正 吾   地域振興課長  松 下 信 重 

   税 務 課 長  小 縣   茂   住民生活課長  山 本 貴 文 

   福祉保険課長  池 下 尚 治   健康増進課長  國 廣 美 紀 

   農 林 課 長  鈴 木 正 俊   建設土地改良課長  河 田 勝 美 

   地籍調査課長  宮 崎 雅 則   会 計 管 理 者  黒 木 正 人 

   琴 南 支 所 長  河 野 正 法   仲 南 支 所 長  多 田 浩 章 

   教育次長兼学校教育課長  香 川 雅 孝   生涯学習課長  細 原 敬 弘 

 

 

○大西樹議長  おはようございます。 

 執行部の出席について、福祉保健課、池下課長、公務のため、代理で松坂課長補佐が出

席しておりますので、御報告申し上げます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程等は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○大西樹議長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において、１４番、大西豊

君、１５番、川原茂行君を指名いたします。 

 

日程第２ 一般質問 

○大西樹議長  日程第２、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許可します。 

 ５番、竹林昌秀君、１番目の質問を許可します。 

○竹林昌秀議員  皆様、おはようございます。高篠や四条の麦畑は真っ黒に麦焼きし

てなってますね。穏当な農耕と住民生活が調和している社会というのは我々の町かもしれ

ませんですね。執行部の皆さんも我々議員もよく日に焼けてますね。ヒマワリ作ったり、

近所の田んぼを耕作したり、我が町民は、皆、農業に携わっておると。農繁期の真っただ

中にあると、梅雨中の議会であることがよく分かりますね。 

 さて、私の質問はコロナ肺炎対応で施設が休んだり、イベントが中止になったり、地域

団体も活動の抑制をしております。本町は極めて地域活動、社会教育関係団体の活用の活

躍している町でありまして、これがコロナ肺炎が終息したときにどうなるのか、大きな社

会変動が想定されるわけであります。 

 それで、町内の地域活動団体、社会教育関係団体のこれまでの活動の経過、そして、今

の動向を問うて、どのような課題を担って活動しておるのか、そして、今後の展望をちょ
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っと話し合う場にしたいというのが私の質問の意図であります。 

 そのまず１番目、町スポーツ協会の部会と会員数、日常活動や大会開催や参加の状態を

問います。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの、スポーツ協会の部会と会員数、日常活動や大会開催、

参加についての御質問にお答えいたします。 

 町内には多くの社会教育関係団体が学習活動や文化芸術活動、スポーツ・レクリエーシ

ョン活動などを行い、生活文化の振興や教育・スポーツの向上に寄与されております。そ

れぞれ工夫され、特色を生かした活動をされておりますが、会員数につきましては、近年

の少子高齢化の進展や人間関係の希薄化を受け、減少傾向が見受けられます。また、昨年

度につきましては、全ての団体がコロナ禍により活動が縮小されている状況でございます。 

 さて、竹林議員御質問のスポーツ協会の部会と会員数、日常活動や大会開催、参加につ

いてでございますが、本町のスポーツ協会はまんのう町民の心身の健全な発達、健康増進、

体力、競技力の向上を目指すとともに、スポーツを通じて町民相互の親睦を図ることを目

的に、合併直後の平成１８年４月１日に設立されました。本年度、まんのう町スポーツ協

会に加盟されている団体は、ソフトボール部、ソフトテニス部、剣道部、バレーボール部、

バドミントン部、卓球部、テニス部、グラウンドゴルフ部の８団体でございます。また、

令和２年度末現在での会員登録者数は４００名でございます。 

 日常の活動につきましては、町民体育館や運動場、スポーツセンターまんのう、学校開

放体育館などを利用して練習をされています。また、興味のある方が気軽に体験できるよ

う、スポーツ教室を開いている団体もございます。 

 大会につきましては、各団体が町内での大会をはじめ、県大会等にも参加しているとこ

ろですが、昨年度はコロナ禍により多くの大会が中止となったところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  私は昨年５月にテニスの活動に復帰しまして、火、木、日と週３回

プレーしてます。最初は１分３０秒ぐらいで息が上がって、死にかけになりよったんです

が、今は１時間近く連続でプレーできるようになりました。 

 テニス部が、今年、体協総会の、スポーツ協会総会の司会じゃ、竹林さん頼むわいうて、

合併以来、２回目、総会へ出たんですよね。私が町役場の現職のときに、一度、その司会

をやったことがあります。久しぶりに行って驚いたんです。 

 皆様、タブレットの一般質問、令和３年６月のところ、竹林昌秀議員と書いてあるとこ

ろをクリックしていただいたら、立派なグラフを教育委員会の職員が作ってくれてます。

こういうスポーツ協会の経過を示すグラフを作れる職員、これはやっぱり勤勉手当を増額

してあげてもええんかなと、そないに思うわけであります。 

 それはともかくとして、驚いたのは、平成１８年には８０２人会員がいたのが、ただい
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ま令和２年は４００人です。半減ですね。スポーツ協会、体育協会は若い世代の団体とし

て非常に元気はつらつ、町を支える基幹団体であります。こなんなっとったんやという感

じですね。部が、グラウンドゴルフ部はあるんですが、ゲートボールが消えて、インディ

アカが消えて、空手と少林寺拳法部が消えて、今、競技種目が８部なんですよ。これには

驚いた。こういう人たちが、将来、老人クラブを担い、自治会長を担うんだと思ってたの

が、これの会員の年齢構成とか調べたら、またさらに驚くべきことが起きてはしないかと

思うわけであります。 

 これについて、将来の町の担い手を考えたときに、スポーツ協会の現状の推移、これを

どう受け止めるのか、町長もしくは教育長の見解をお伺いします。 

○大西樹議長  教育長、三原一夫君。 

○三原教育長  竹林議員さんの質問にお答えしたいと思います。 

 今、町長さんのほうから回答がございましたので、あれが基本になると思うわけでござ

います。 

 しかし、今、竹林議員さんお尋ねのスポーツ協会のお話ですけども、これはほかの団体

におきましても、減少する傾向というのが、今、出ております。そのことにつきましては、

教育委員会としましても、その原因をいかに考えるのかということは常日頃から問題意識

として持っておるわけでございます。その解決策が人口減少とか、あるいは人々の価値の

多様化とか、いろいろあるわけでございますので、今すぐどうこうという、次年度からこ

う変わるぞという話ではないわけですけれども、今、考えておりますのは、やはり国のス

ポーツ、こういった団体に対する基本的な考え方が、２０年来、大きく変わってきたとい

うことも原因しているのではないかと思っております。 

 それは、少し話が長くなるわけでございますけれども、全国的にこういう社会団体の指

導は社会教育という立場から担っておりました。そういうわけで、県でも同じですけど、

私たちの町でも社会教育課という課が長く位置しておりました。それが今から１０年ぐら

いになりますか、生涯学習課という課に変わったわけでございます。このことは国の指導

もあったわけですけれども、世の中が大きく価値が変わってきたということを指摘、御指

導いただいていることではなかろうかと思います。 

 それで、社会教育というのは、社会のいろいろな教育につきまして、行政とか、国もそ

うなんですけれども、指導していくというニュアンスを強く持っているわけでございます。

それが３０年前ほどから生涯学習課に変わったということは、生涯というのは学校教育だ

けではございませんで、学校を卒業した後においても、生涯にわたって一人一人が自分の

エネルギーを燃やしてどう生きていくかという、そういうところに価値を置くというふう

に世の中の変換があったというふうに捉えております。そういった中に、今、十分それが

機能しない状態にあるのではないかと思っております。それで、今回のコロナの事案とい

いましょうか、事件によりまして、いろんなことが洗い出されてきたように思うわけでご

ざいます。 
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 教育委員会としては学校教育の中に主体的な教育を十分やっていくんだということをお

願いしておりますし、長い観点の中から、この生涯教育の在り方、スポーツ団体の在り方、

必ずしも数が多いことを目指すのではなくて、中身をどう一人一人の会員の方のエネルギ

ーを燃やしながら、どう形づくっていくかということが重要ではないかと捉えております。 

 答弁になったかどうか分かりませんけども、御理解をいただきたいと思います。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  社会教育という観点から、団体を育成し、指導してきたのが生涯学

習という主体性を持った自主的なものへ変わってきたのだ、そういう御説明であったかと

思います。 

 スポーツ振興法が成立したのは昭和３９年、東京オリンピックですね。あれが日本の世

の中を変えた。体育指導員の制度ができて、町民の保健体育行事を企画し、次いでは体育

協会を育ててきた。教育委員会は野球審判講習会を開き、バレーボール初心者教室を開き、

バドミントン、テニスと次々やった。私も若いときはそれに奔走しました。そして、教育

委員会が教室をやって自主的な運営体制の体育協会に移行していくと、こういうものであ

りました。 

 私は体育協会という言葉が好きです。体育です。スポーツいうたらプロと何が違うんや

と。運動という言葉が好きです。スポーツが興行となってしまった世の中、その中におい

て、今、日本のオリンピック候補選手たちは母親が一流選手だったり、お父さんが立派な

競技歴を持ってたり、そういう人たちが自分の子弟や孫の練習環境やコーチを選び、プロ

グラムを組み、精神的ケアをし、資金供与するという、そういう体制になってきましたね。

立派な選手、みんな誰か彼か身近におると。東京オリンピック以後のスポーツの普及が行

き届いたと。学校の先生でなくてもスポーツの指導が各家庭で、地域社会でできるように

なったんだと。私もこれは見聞しております。テニスコートに行きますと、ソフトテニス

の人たちが数人、自分の息子や娘とその友人たちぐらい集めて、熱心なレッスンやってま

す。剣友会の先生方は仲南の武道館で火、木と児童生徒のレッスンしてますね。立派な世

の中になったんだと。そして、２回目の東京オリンピックを迎えるんだということであり

ます。 

 そして、こういう人たちが中学校の部活は大活躍です。物すごいほぼ全部の部活が郡市

大会を勝ち抜いて、県大会、四国大会へ行って、全国大会へ行くのすらある。 

 体育協会の会員たちが中学校の部活やスポーツ少年団でどのような背後支援をしている

のか、これをお伺いします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの、スポーツ少年団や児童、中学部活への指導と支援はど

うかという御質問にお答えいたします。 

 ここ数年、まんのう町スポーツ少年団や中学校部活動の対外試合の成績は目覚ましいも

のがございます。剣道部、ソフトテニス部の全国大会出場、野球部の県大会優勝、男女バ
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レーボール部の県大会や四国大会での活躍など、どの団もどの部も熱心な指導者の下、心

身が鍛えられております。その結果がすばらしい成績につながっているところでございま

す。 

 竹林議員御質問の、スポーツ協会からの指導と支援はということですが、教育委員会か

ら、また、スポーツ協会からスポーツ協会に登録がある各部に対して、スポーツ少年団や

中学校の部活に対して指導あるいは支援についてお願いはしておりません。会員の中には

外部コーチとして部活動の指導に力を注いでくれている方はおいでますが、これは個人的

に、また、ＯＢとして携わってくださっています。 

 また、定期的にではありませんが、スポーツ協会に登録があるチームの方々が、活動の

傍ら、中学生の練習にもお力添えをいただいております。 

 このような活動によりまして、中学生が社会人となり、まんのう町に残ったとき、また、

スポーツ協会の会員として活躍するといったつながりをつくってくれているところでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  表向き、いろいろ指導の依頼はしてないんだけれども、中学校へ入

るまでとか、入った後、保護者とか応援に行ったりとか、目に見えない形で随分支えてい

るように思います。スポーツ協会の会員たちの背後支援、水面下での活動は実に手厚く入

念なものであるかのように私は受け止めております。 

 スポーツ協会の総会資料を見ますと、やった主催事業とかそれぐらいしか書いてなくて、

ちょっと残念なんです。違うでしょと。スポーツ協会いろんなことやってるじゃないの。

地域社会を担う大きなパワーを発揮してることが総会で公開資料に出てないなと、残念な

わけであります。松﨑会長さんとそんな話もちょっとさせていただきました。私は高くス

ポーツ協会の存在意義や活動内容を評価するものであります。 

 いろんな諸活動で住民たちのレベルが上がって、目に見えないところで指導力を発揮し、

地域社会のマネジメントに貢献している社会に発展してきたんだなと。 

 私が教育委員会でいたときは、教育委員会が講習会、教室をやって、引っ張っていって

た。方向性は教育委員会が出してた。しかし、今や住民一人一人が路線を見いだし、地味

な活動をしている時代になった。成熟した社会ですね。町長、うちは人口増えるで。こう

いうような町じゃ。 

 続いて、文化協会はいかがでしょうか。現状の御報告を願います。 

 皆様、タブレット、一般質問のところの令和３年６月議会、竹林昌秀というところを開

いていただいたら、教育委員会とか所管が作成した立派なグラフが載ってます。力作です。

見てあげましょう。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員の再質問、文化協会はどうか。盛衰と消長の経過を問うについ

てお答えいたします。 
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 仲南文化協会は会員相互の親睦並びに文化・技術の向上を目指し、地域における生涯学

習の推進を図ることを目的に設立され、１６の部が設置されました。平成２５年度におい

ては、カラオケ、奇術、オカリナ、コーラス、絵手紙、陶芸など１３の部があり、総会員

数は１９７名、４１０回の活動実績がございました。 

 しかしながら、部数、会員数ともに年々減少し、昨年度末での部数は４部会、会員数は

７６名となっております。これは会員の高齢化が進んだことや若年層の入会者がなくなっ

たことが主な要因でございます。 

 活動されております４団体につきましては、毎月定期練習を行うとともに、県文化協会

主催の発表会や国営公園春らんまんフェスタへの出演、老人ホームへの慰問など、幅広く

活動をされております。しかしながら、昨年度につきましては、コロナ禍の影響により活

動回数は大きく減少されたところでございます。 

 今後もコロナウイルスの影響により活動の制限があると思いますが、創意工夫により活

動を続けられる協会に対し、教育委員会といたしましても、町といたしましても、活動支

援を継続していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  かつて木彫クラブとか楽焼クラブとか俳句クラブとか、そんなのを

教育委員会は教室を開いてはサークルを立ち上げて、自主的な体制に持ち込むことをやっ

てました。 

 今、合併したときに１３部会あったのが４部会といいます。この４部会の内訳をちょっ

と教えていただけたらと思います。 

○大西樹議長  生涯学習課長、細原敬弘君。 

○細原生涯学習課長  竹林議員さんの再質問にお答えいたします。 

 まんのう町文化協会につきましては、設立当初、カラオケ、奇術、オカリナ、コーラス、

絵手紙、陶芸、大正琴、社交ダンス、写真、俳句、押し花、木彫り、囲碁の１３団体でご

ざいました。それが現在では、平成３０年からではございますが、４団体となりまして、

カラオケ、奇術、オカリナ、コーラスの４団体でございます。以上でございます。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  総会資料とか実績ではこのようなものですけれども、実は町民がレ

ベル上がって、県レベルとか、町外の団体に参加してる可能性ありますね。私も実はこん

ぴら文化会館のこんぴらコーラスに１５年ぐらい行ってましたね。 

 市町村の枠を超えて地域をよりどころにした体制から、自分の趣味趣向で専門性を高め

た活動になっている可能性もありますね。これはまたいろいろ深く論議したいですね。文

化の盛んな町にせないかん。そないに思いますね。 

 続いて、老人クラブはどうでしょうか。高齢者学級への参加の推移も問います。 

 仲南の老人クラブも元気で、仲南大学ようけおったけれども、こないに減ってきて、琴

南、まんのうと統合しようかという声もちらついたりします。老人クラブ、高齢者学級の
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動向をお伺いします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員の再質問、老人クラブはどうか、高齢者学級への参加の推移も

問うについてお答えいたします。 

 老人クラブにつきましては、所管する町社会福祉協議会に会員数を問い合わせたところ、

令和２年度にまんのう町老人クラブ連合会に登録されている単位クラブ数は５２団体、会

員数は２，５６８人です。５年前の平成２８年度に比べまして、単位クラブ数は２団体増

加しておりますが、会員数は４７５人減少しているところでございます。 

 次に、高齢者学級につきましては、参加される高齢者の皆様が楽しく学びながら交流を

深めることができることを目的に開校されております。令和２年度はコロナ禍で開校でき

ませんでしたが、例年でしたら、満濃大学と仲南大学が年１０回、琴南高齢者学級が年４

回開催されております。１回当たりの参加人数は、５年前の平成２７年度が１２４人に対

し令和元年度は１１３人と、１１名減少しております。参加人数が年々減少している中で、

コロナウイルス感染症の終息が見えないことから、昨年度に続き、今年度も休校が決定し

たところでございます。 

 コロナ禍の中で、来年度以降、どのような開催方法がよいか、参加者の減少に歯止めを

かけるにはどうすればよいか等々、役員の方々と協議を進めてまいりたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  ６０代や７０代でくつろいで高齢者学級へ行く時代ではなくなった。

死ぬまで働く時代になって、７０代の人も仕事を一生懸命しよりますね。温泉へのお客さ

んが減ったのもそれかなと思ったりします。 

 続いて、婦人団体はどうでしょうか。婦人教育の経過と現状もお話しください。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員の再質問、婦人団体はどうか。婦人教育の経過も問うについて

お答えいたします。 

 婦人団体につきましては、合併時の平成１８年度に各町婦人会の協議により、まんのう

町婦人連絡協議会が設立されました。この協議会は単位婦人会相互の連絡提携を図り、そ

の活動を充実し、明るく豊かな地域づくりに寄与することを目的に設立されたものでござ

います。 

 協議会では中央女性大学や仲南中央婦人学級、ことなみ暮らしのセミナーなどの研修会

の開催や、敬老会事業、社会福祉大会、健康福祉まつりなど多くの行事にも参加され、活

動されております。 

 また、仲多度郡婦人会連絡協議会や香川県婦人団体連絡協議会が開催する研修会や講演

会に参加し、活動の輪を広げているところでございます。 

 会員数につきましては、資料でお示ししておりますように、平成２７年度は１，７２６
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人でしたが、婦人会につきましても、他の団体と同様に会員数が年々減少し、令和３年５

月現在では、１，２６０人となっております。 

 婦人教育につきましては、先ほど申し上げました婦人会活動の一環として開催される中

央女性大学などの研修が中心となっております。専門の講師を招いて、健康や福祉、生活、

環境などをテーマにした学習や施設見学等の現地研修も行われており、様々な分野で見識

を高められておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  衰微が著しいのが婦人団体ですね。食生活改善とか、健康増進とか、

専門的な活動分野に流れたということもありますけれども、実は最もお金がないのが婦人

団体です。婦人団体の総会へ行くと、非常にお気の毒な決算資料で、皆さん、諸団体の決

算資料を見ましょう。どこに資金を供与すべきか、これを提起しておきたい。町長、いか

がお考えになりますか。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの再質問にお答えいたします。 

 支援につきましては、前年度の活動状況等を見て適正に判断しておると思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  諸団体間の横の比較検証、一人当たりの経費、１事業当たりのとか、

評価する手法はありますね。ぜひとも我々も関心を持っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 続いて、子ども会、スポーツ少年団やお稽古事との競合関係も御説明いただければあり

がたいです。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員の再質問、子ども会はどうか、スポーツ少年団やお稽古事との

競合を問うについての御質問にお答えいたします。 

 まんのう町子ども会育成連絡協議会に加入している団体は、令和２年度は２団体、登録

児童数は２２人です。平成２６年度に比べまして、単位クラブは２団体、児童数は８８人

減少しているところでございます。 

 減少の要因といたしましては、少子化によるものと共に、議員御指摘されましたように、

スポーツ少年団や稽古事など、ライフスタイルの多様化により、子ども会への関心が薄れ

ていることも要因の一つと推測されます。 

 ただ、子ども会活動は行っておりますが、町子連には非加入の団体がございますので、

これらの団体に町子連への加入を推進していきたいと思います。 

 子ども会は経験、興味、能力などを異にする、年齢の異なった子供たちの交流の場であ

るとともに、社会性を育む効果的な場でもあります。今後も子ども会連絡協議会の活動を

支援していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 



－１０－ 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  子ども会育成連絡協議会の登録児童数は、今、２２名とありますね。

弱ったな、これは。深刻ですね。任意でやってるのかもしれんけども、町が指導力を発揮

し、諸団体が連携する体制はないのか。 

 活動助成金の推移は教育委員会が載せてくれてますね。文化財保護協会はどうでしょう

か。ユネスコ無形遺産登録に綾子踊が浮上しておる。ユネスコへ書類は文化庁が出してい

る。満濃池は特別名勝に指定された。文化財保護協会の主体性のある活動がどうなのか、

独自性の発揮ぶりを問いたいと思います。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの再質問、文化財保護協会はどうか、独自の発揮ぶりやい

かにについてお答えします。 

 まんのう町文化財保護協会は、平成１８年のまんのう町合併に伴い、旧３町の文化財保

護協会の協議により設立されました。 

 協会の活動内容は、合併した町内の文化財の相互理解を目指した広報のコラム「ふるさ

と探訪」の原稿を交代執筆することや、会員がお互いに町内を知るために歩く文化財探訪、

そして、会員相互の親睦を兼ねて合同臨地研修などを行っております。また、支部ごとに

文化財研修会や文化財ボランティア解説、資料館の管理など、精力的に活動を行っており

ます。 

 一方で、文化財に関わる方々の高齢化が全国的な課題であり、当町の文化財保護協会に

おいても会員数が少しずつ減少しております。協会を活性化し、活動を将来につなげるた

めには、新しい会員の確保が大きな課題であります。 

 そこで、新しい試みとして平成３０年度から「文化財まつり」を実施しております。こ

れは、子供から大人まで楽しんでいただけるような文化財に関わるイベントを行うもので、

平成３０年度はワークショップとして勾玉作り、粉ひき、拓本、令和元年度は土のお守り

づくり、土器づくり、火おこしを行い、各年約２００名の御参加をいただいておるところ

でございます。 

 令和２年度はコロナ禍により多くの行事が中止となり、協会としての活動がほとんどあ

りませんでしたが、先人が営々として築き上げてきた文明・文化を大切に守り伝えていく

ため、工夫を凝らした活動を引き続きお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  文化財まつり、すばらしいですね。勾玉作りとか、工作したり、や

っぱり専門職を配置しとることが効果出てるのかなと思います。ますますの主体性ある活

動を御期待して、こうした社会教育関係団体、地域団体は立上げのとき、育成、発展の段

階、時代潮流によって対応を変えねばいかんですね。こうした時代の潮流に見合う対処方

法、これをどうお考えなのか、これを問いたいと思います。 
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○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員の再質問、立上げと育成、時代潮流と活動内容の変遷、その対

処の方法をどうするのかについての御質問にお答えいたします。 

 社会教育とは「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成

人に対して行われる組織的な教育活動をいう」と社会教育法第２条で規定されております。 

 また、社会教育関係団体とは、同法第１０条で「法人であると否とを問わず、公の支配

に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう」と規

定されております。 

 ここで示された社会教育に関する事業とは、様々な技術習得や教養を高めたり、生活を

充実させたり、地域をよくするために行われる学習活動、体育・レクリエーション活動、

文化・芸術・芸能音楽活動、ボランティア活動などの事業となります。 

 社会教育関係団体が活性化すれば、その地域が元気になり、ひいては町の活性化にもつ

ながってきます。多くの団体が活性化に寄与されておりますが、今後も継続して活動いた

だくには、若年層の取り込みや新たな会員の確保などが課題でございます。各団体におい

て活動内容の再確認や横のつながりの充実など、課題に向けた検討をお願いしたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  ここのところは育成とそれへの対応というのは勘どころでございま

すので、教育長の考え方、見解も問うておきたいと思います。 

○大西樹議長  教育長、三原一夫君。 

○三原教育長  突然のお尋ねでございますので、十分整理ができていないわけでござ

います。この件に関しましては、やはり教育委員会とか社会教育委員さんの場に提供する

機会を設けまして、慎重に対応していきたいというふうに思っております。時間を少しい

ただきたい、そういうふうに考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  教育長さんの生涯学習に対する見解、価値観、これの指導力を発揮

していただくことを御期待申し上げて、活動助成金支給や実績をどう評価して活動助成金

支給するのか、この観点をちょっと出しといていただきたい。町ができることは予算措置

であったり、情報提供であったりですね。町長、いかがでございましょうか。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの、助成金支給と実績の評価と点検で方向性を出せぬかに

ついての御質問にお答えいたします。 

 まんのう町が活動助成として補助金を交付している団体は令和元年度では１００団体で

ございますが、資料でお示ししているとおり、団体数、補助金額ともに全体的に減少して

おります。これは、公民館の同好会活動として新規に立ち上がる団体もございますが、活

動休止や解散となる団体数がそれを上回っている状況によるものでございます。 
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 先ほども申し上げたように、多くの自治体が抱えている共通の課題であります人口減少

や少子高齢化の進展、また、地域のつながりの希薄化などによりまして、会員数の減少や

役員などの担い手不足が団体数減少の要因と考えられます。 

 町ではこれら社会教育に関する事業に取り組む団体に対し補助金を交付し、活動の助成

をしております。活動の実績は補助金実績報告書の中で報告を受けておりますが、昨年度

はコロナ禍の影響により、多くの団体で活動の制限が見受けられました。また、先ほども

申し上げたように、会員数につきましても減少傾向でございます。 

 それぞれの団体で問題意識を持ち、協議されていることと思いますが、町といたしまし

ても、役員会等により情報を共有し、検討してまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  町の足腰がこうした地域社会活動を行う団体であります。これにつ

いて町役場全体を通じて育成や活動助成金交付の方法、その発展の方向を論議したい。そ

んなふうに御提言申し上げて、１本目を終わります。 

○大西樹議長  １番目の質問を終わります。 

 続いて、２番目の質問を許可します。 

○竹林昌秀議員  県農業改良普及センターの本町分の農業改良普及計画の解説を求め

ます。どのような課題意識でもって、施策の展開の方向を問います。 

 本町の農業振興計画にはほとんど戦略らしいもの、手だての記載がない。これをいかに

埋めるのか。最も身近にあるのは農業改良普及センターの普及員たちが作った計画書でし

ょう。この説明を求めるものであります。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの２番目の質問、県農業改良普及センターの本町分の農業

改良普及計画の解説を求め、課題と施策の方向性を問うについての御質問にお答えいたし

ます。 

 香川県中讃農業改良普及センターの普及指導基本計画の解説について御説明いたします。 

 農業の維持・発展を図るためには、認定農業者や集落営農組織の経済発展の支援はもと

より、多様なルートから幅広い新規就農者や担い手の確保・育成・農業・農村の６次産業

化等による農業所得の向上、ＧＡＰの取組やスマート農業の活用による経営改善と食の安

全・安心の確保、耕畜連携による堆肥等有機資源の循環利用、地域資源を生かした生産振

興などによる中山間地域の農業振興や鳥獣被害の防止対策などの諸課題を解決し、まんの

う町の農業に関する多くの課題に対し、計画的かつ円滑に普及指導活動を実施するといた

しております。 

 課題といたしましては、まんのう町農業の中核となる力強い担い手の確保、育成、消費

者ニーズに即した魅力ある農産物の生産・流通・販売、強くしなやかな生産基盤の整備、

特徴ある地域資源を生かした農村と集落の再生・活性化が課題となっております。 
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 また、施策の方向性につきましては、普及指導計画の課題や成果指標、活動体制、主な

活動内容等から、計画に掲げた目標の実現に向けて、まんのう町、関係機関・団体の皆様

方との連携や役割分担の下、職員一丸となって効率的かつ効果的な普及指導活動を実施し

ていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  タブレットには香川県農業経営基盤強化促進基本方針がアップされ

ております。私が期待したものとちょっと違うんですけれども、とにもかくにも農業改良

普及センターには情報蓄積があって、経営類型別の指導方針、指標があるわけです。これ

を町の農林課の職員はみんなが読んでおるのか、それを論議したことがあるのか、農業委

員会は説明したのか、議会には説明したことはないと思う。これではいかん。 

 県内でも最高の農業の栽培や流通促進の指導者である農業改良普及センターの蓄積され

たノウハウを使わずして、我が町の農業の未来やあるやなしや。いかがですか。これもお

勉強をされて、研修をしたことがあるのかどうか、これに御答弁願います。 

○大西樹議長  農林課長、鈴木正俊君。 

○鈴木農林課長  竹林議員さんの質問についてお答えします。 

 香川県の農業経営基盤強化促進基本方針、これについて平成２８年９月に香川県が出し

ております。それに伴いまして、町職員が農業基盤強化促進に関する基本的な構想のまん

のう町版を平成２８年１２月に作成しております。これは町の職員が県の基本方針を基に

作成しておりますので、県の方針を熟読し、町の構想をつくっておると思っておりますの

で、それについては農業委員会のほうも御説明してますが、議会のほうには御説明してな

いと思っておりますんで、以上でございます。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  よかったですね。この内容を具体的にみんなで情報共有して、研修

会、お勉強しましょう。そして、お手本になるところへ見に行かないかん。現地へ行った

らよう分かる。コロナ早く収まれ。 

 続いて、認定農業者の経営類型と課題はどうか。驚いた。認定農業者が９０になった。

合併したとき６８やったのが、７４になって、７１になって、増えんな、横ばいじゃな思

ったら、９０と報告された。認定農業者の動向と経営類型を問います。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの、認定農業者の経営類型と課題についての御質問にお答

えいたします。 

 まんのう町では農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想策定において、効率的か

つ安定的な農業経営の指標として、現にまんのう町において展開しております。優良事例

を踏まえつつ、まんのう町における主要な営農類型として、個別経営体８類型、組織経営

体２類型を掲載いたしております。 

 年間農業所得及び労働時間の水準といたしましては、主たる従事者一人当たりの所得を
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３２０万円程度、労働時間は２，０００時間程度の水準としております。 

 しかしながら、策定年度が平成２８年１２月で策定から４年を経過していることから、

現状の野菜等の販売価格は策定時より低い水準にあること、資材の価格水準が高く推移し

ていること、加えて優良事例を反映したものであることから、この営農類型の経営規模で

も同等の所得水準を確保することが難しくなっていますので、現下の状況を反映した指標

の見直しが求められております。 

 課題といたしましては、高齢化が進展しており、後継者育成・確保による事業継承が課

題となっております。 

 参考事例といたしまして、香川県においては、タブレットに添付させていただいており

ます香川県農業経営基盤強化基本方針により、農業の担い手（認定農業者、認定新規就農

者、集落営農法人）に対する営農類型を示しております。香川県における認定農業者の基

準は、年間の労働時間がサラリーマン並みの２，０００時間、所得目標４１０万円、新規

就農者は１，２００時間、所得目標２５０万円としております。よろしくお願いいたしま

す。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  ２５０万円の計画立てたら、認定農業者に新規就農やったらなれる。

４１０万円の実績があれば、認定農業者になれる、これは基本なんでしょう。 

 認定農業者が７１から９４に増えた。この原因をどう掌握してるのかお伺いしておきた

い。 

○大西樹議長  農林課長、鈴木正俊君。 

○鈴木農林課長  竹林議員さんの御質問に答えます。 

 平成２７年から令和２年にかけて認定農業者が断続的に増えてきております。これにつ

きましては、やっぱり農業を見直しがされているというふうに思われております。 

 また、昨今、コロナ禍によりまして、就労に関する若い者の希望が農業に目を向けてい

るというふうに解析いたしております。以上です。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  私の集落も、善通寺から来て、野菜作りよるのがおるし、ミャンマ

ー人を雇って、三世代でやりよるところがある。若い人やりよるね。希望が見えてきたぞ。

これからだ、やらないかん。 

 続いて、集落営農の形態別の動態と課題は何でしょう。タブレットにアップされており

ます。皆さん、所管課の力作です。見てあげましょう。立派な資料です。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員の、法人営農の経営類型と動態と課題は何かについての御質問

にお答えいたします。 

 農業経営基盤強化基本方針により、営農類型を示しています。また、個別経営体（家族

経営を含む）及び組織経営体（集落営農組織）については、法人化にかかわらず、所得目
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標をお示しさせていただいております。 

 参考事例として、香川県においては、タブレットに添付させていただいております香川

県農業経営基盤強化基本方針により、兼業農家を主体とした集落営農法人は経営規模２３

ヘクタール、構成員３０名、総労働時間は約６，０００時間、所得８８２万円の目標とし

ております。 

 課題といたしましては、高齢化の進展及び事業継承のための構成者育成が課題となって

おるところでございますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  耕作放棄地対策は集落営農ですね。私も中山間直接払いの地元の書

記をやりよります。それから農地の多面的機能保全の集落代表です。恥ずかしながら、私

が代表やいうて、今、弱っとる。近所、二、三軒、三、四軒、耕作しよった人が入院した。

それが返すいうたら、この話は９月議会に、町長、引き続きやろうと思いますから、御準

備お願いします。 

 ブロッコリー栽培農家、生産量、販売高の動向と競合先、どこがライバルや、広島の市

場へ行きよるんか、大阪の梅田市場へ行きよるんか、これを問うておきます。農業やいう

論議したってしようがない。ブロッコリーは、タケノコは、麦は、産物一つ一つの作戦計

画立てないかん。現状をつかまないかん。まず、ブロッコリーから。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの再質問、ブロッコリー栽培農家、生産量、販売高の動向

と競合先と課題は何かについての御質問にお答えいたします。 

 ブロッコリーは香川県に昭和４０年代から導入され、その後、まんのう町でも栽培され

ております。気候は温暖で降水量の少ない瀬戸内気候で冬場の日照時間は長いため、水田

の裏作として栽培され、作業支援体制と氷詰め出荷から年々作付も増加し、市場評価も高

まり、町内野菜の中心品目になっております。 

 出荷は東北５％、京浜５５％、京阪神２０％、中四国２０％の割合で、１０月から６月

まで出荷し、出荷のピークは３月であります。 

 また、令和２年度のＪＡ香川県協栄出荷場の資料提供によりますと、栽培農家数は１４

３件、出荷量は６００トン、販売金額２億９２５万８，０００円で、埼玉県、愛知県に次

いで香川県は全国第３位の収穫量であります。 

 産地間競争が激化する中、鮮度や旬、栽培法にこだわった高品質な品目やオリジナル品

種等の町産野菜のイメージアップや消費拡大に加え、農業所得向上を図るために消費者の

認知度向上を図るとともに、マーケットインの発想により市場や小売店関係者等の実需者

及び消費者のニーズに合わせて生産者・産地の思いをつなげ、戦略的に優位に販売してい

く方向性が最も重要となります。 

 参考事例といたしまして、タブレットに資料を添付しておりますので、御覧いただきた

いと思います。 
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○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  本町のＪＡの管内はブロッコリー王国ですね。これが１４３件が栽

培して、２億９００万円を売っとる。かつて総合農協にタケノコの季節が終わったら、預

金が４億円残りよったね。かつての総合農協のタケノコの半分が今のブロッコリーだとい

うことやね。立派な資料を作ってくれております。まず、ブロッコリー。じゃあ次はアス

パラガス、いかがでしょうか。これも同様の説明を求めます。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの、アスパラガス栽培農家、生産量、販売高の動向と競合

先と課題は何かについての御質問にお答えいたします。 

 アスパラガスは昭和４５年に水田転作作物で露地に導入されたのが始まりであります。

昭和５７年頃から病気対策と収穫時期の早期化等によりハウス栽培が一般的となり、現在

では９５％がハウス栽培、残り５％が露地栽培の割合となっております。 

 品種は「ウェルカム」と香川県育成品種である「さぬきのめざめ」の２品種であります。

「さぬきのめざめ」は平成１４年に県下に導入され、品種構成割合は「ウェルカム」３

７％、「さぬきのめざめ」６３％であります。 

 出荷先は関東３０％、関西３０％、四国３０％、その他１０％の割合で、１月から１０

月まで出荷しております。出荷ピークは３月と４月と、７月と８月であります。 

 また、令和２年度のＪＡ香川県協栄出荷場の資料提供により、栽培農家数は８２件、出

荷量は８５．６トン、販売金額１億２，５２１万９，０００円で、北海道、佐賀県、熊本

県に続き、香川県は全国第１２位の収穫量であります。 

 産地間競争が激化する中、鮮度や旬、栽培法にこだわった高品質な品目やオリジナル品

種等の町産野菜のイメージアップや消費拡大に加え、農業所得向上を図るためには、消費

者の認知度向上を図るとともに、マーケットインの発想により市場や小売店関係者等の実

需者及び消費者のニーズに合わせて生産者・産地の思いをつなげ、戦略的に優位に販売し

ていく方向性が最も重要となります。 

 参考といたしまして、タブレットに資料を添付しておりますので、御覧いただきたいと

思います。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  職員はこういうようなよう分かる資料を作れる。カラーのグラフじ

ゃ。誰が見たって分かる。 

 アスパラガスは８２件の農家で１億２，５００万円ですね。北海道、佐賀県がトップで、

１２番目だということです。 

 ブロッコリーは全国３番目ですね。どこの市場でうちのアスパラガスやブロッコリーは

勝負しよるんやろかな。私が花作ったら、吹田の大阪第２市場と兵庫県生花へ持っていっ

て、残りを姫路に卸して、広島の花満へ行きよったね。どこの市場へ出すか、作戦ですよ。

どことやったら勝負に勝てるか。この論議を深めていかないかんですね。 
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 続いて、果樹。果樹ようけあるから、全部は無理でしょう。分からんところは分からん

でいいですけども、果樹の同様の説明を求めます。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員の、果樹栽培農家、生産量、販売高の動向と競合先と課題は何

かについての御質問にお答えいたします。 

 果樹につきましては、令和２年度のＪＡ香川県協栄出荷場の資料提供により、桜桃、ブ

ドウ、桃及びイチジク等であります。 

 栽培農家数は２８件、出荷量は２７．９トン、販売金額１，０７４万４，０００円です。 

 販売金額の多いイチジクについて御説明させていただきます。 

 主には「はざまいちじく」がブランド化されており、土器川中の左岸を含む地域は水は

けのよい肥沃な砂質の土壌、温暖な瀬戸内海気候とイチジク栽培に適した好条件に恵まれ、

１５０年前から栽培が続いております。作られておりますのは蓬莱柿と呼ばれる中国より

日本に伝わったとされる品種で、西日本で定着しております。イチジクの栽培農家数は２

２件、出荷量は２７．８トン、販売金額１，００６万５，０００円で、果樹の大半がイチ

ジクとなっております。 

 イチジクは丸ごと食べられてしまうほど柔らかい皮は輸送で傷みやすいため、ほとんど

が流通されることがなく、地元で消費され、中讃地域外の高松市内で出回ることはとても

少ないと思われます。 

 今後は、後継者の育成と輸送の方法を課題として検討してまいります。 

 参考事項として、タブレットに資料を添付していますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  農業構造改善でやった新目の桃畑、山脇の巨峰、あの果樹園へ行く

と、私は胸が痛む。香川県の多品種少量生産農業は産直市王国を演出している。何でもあ

るんじゃ、山から、平らなところから、斜面から。果物は手間がかかる。私の夏休みは梨

をちぎって出荷し、琴平の市場へ出荷し、善通寺の市場へ出荷してた。豊浜の和田の梨に

負けてなるものか。琴平の市場へ４トン車が１車、鳥取県から来たら、うちの梨はぼろ負

けでした。二十世紀が来るまでに、８月２２日までに売るために、早生品種に接ぎ木で切

り替えていった。 

 私の高校時代までは夏休みは梨の出荷じゃ。３月から５月の連休までは日に日にタケノ

コを掘りよった。ライバルをつかまないかんですね。戦略眼を養おう。所管課、御苦労さ

ま。よくこれはどこで、農水省の香川農林統計事務所からの資料かな、農業改良普及セン

ターかな、それともＪＡの生産部会資料なのかな、どこから資料を入手したか、課長にち

ょっとお伺いしておきます。 

○大西樹議長  農林課長、鈴木正俊君。 

○鈴木農林課長  竹林議員さんの御質問にお答えします。 

 まずは、ＪＡ協栄出荷場のデータを参考に資料を作らせていただきましたが、主には農
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林水産省のデータがございますんで、そこのデータを、果樹についてはたしか２０１８年

が主なデータでございましたんで、それを引用してデータを作成させていただきます。以

上です。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  データあるんですね。課長、所管職員にお礼言ってください。御苦

労さま。 

 こうした農業政策の成果が年次の成果報告書に載らないかん。生産と流通を報告する成

果報告書なり町政報告の書き方を御期待申し上げます。 

 続いて、葉菜、葉っぱものですね、この内訳の説明を求めます。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの再質問、葉菜栽培農家、生産量、販売高の動向と競合先

と課題は何かについての御質問にお答えいたします。 

 葉菜につきましては、令和２年度のＪＡ香川県協栄出荷場の資料提供により、菜花及び

キャベツであります。栽培農家数は４６件、出荷量は３３．１トン、販売金額は２５４万

２，０００円でございます。 

 販売金額の多いナバナについて御説明させていただきます。 

 気候は温暖で雨が少なく、冬場の日照時間が長い瀬戸内気候であります。ナバナは軽量

品目であり、小面積での栽培が可能であるため、高齢者、女性を中心に栽培されておりま

す。また、近年、出荷形態の簡単化により、若手生産者も増加いたしております。 

 出荷は東北１３％、関東６２％、近畿１６％、中四国９％の割合で１０月から５月まで

出荷しており、約７割が束の形態となっております。 

 また、令和２年度のＪＡ香川県協栄出荷場の資料提供により、栽培農家数は４５件、出

荷量は２５．１トン、販売金額は２１８万１，０００円で、ナバナの主として花を食する

ものの順位としては、千葉県、徳島県、香川県は全国３位の収穫量であります。 

 産地間競争が激化する中、鮮度や旬、栽培法にこだわった高品質な品目やオリジナル品

種等の町産野菜のイメージアップや消費拡大に加え、農業所得向上を図るためには、消費

者の認知度向上を図るとともに、マーケットインの発想により市場や小売店関係者等の実

需者及び消費者のニーズに合わせて生産者・産地の思いをつなげ、戦略的に優位に販売し

ていく方向性が最も重要となります。 

 参考といたしまして、タブレットに資料を添付しておりますので、御覧ください。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  本町の農業粗生産額のうち産直市出荷の金額、割合は幾らでしょう

か。香川県は産直市王国ですね。多品種少量生産、平地から山の上まであらゆる産物があ

る豊富な、消費者にとってはありがたい産地であります。産直市の出荷割合を問います。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの、産直市への出荷割合についての御質問にお答えいたし



－１９－ 

ます。 

 産直市への出荷割合については把握しておりません。しかし、まんのう町内には仲南地

区の道の駅「空の夢もみの木パーク」内にある仲南産直市と琴南地区の道の駅「エピアみ

かど」内にある清流の里や、満濃地区には香川県農協が運営を行っております「夢ハウス

協栄」が、地元の新鮮な農作物や特産品などの販売及びアンテナショップとして、消費者

の反応から新たなトレンドを探ることなど、情報の受発信を行っております。 

 農作物の販売における現状は、出荷量、出荷品目ともに年々減少傾向にあります。農作

物の出荷量や出荷品目を増やす直近の手だてといたしましては、販売所と出荷者が直接協

議しながら、消費者ニーズを捉えた農作物の生産や収量の確保を図るほか、新たに出荷で

きる農家を発掘していくことが重要であると考えております。 

 一方で、町内農業の課題として、中核を担う農家の高齢化や後継者不足が今後の農業を

支えていく上での大きな課題となっております。 

 これからの農業経営や農地利用の適正化を図る上で、農畜産物の生産から販売までの流

れを意識しながら営農できる自立農家の育成に努めることが必要でございます。まずは生

産環境の異なるそれぞれの地域内で、農業者や専門的な知見を有する農業関係者の座談会

などを通じて、農業の健全な発展に向けた取組を進めていく所存でございます。 

 また、農産物生産者、加工品生産者へのアンケート調査結果を踏まえて、今後、検討し

ていく必要性があると思われますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  一度、本町の産直市の出荷額、販売高を分析してみたら面白いと思

います。 

 産直市をいかに使うか、これは本町の農業振興計画の５本柱の１本に必ず入るような気

がします。奥様方や高齢者が直接自分の通帳にお金が振り込まれるので、みんな熱心です。

農協の系統出荷したら統計はがちっとつかめて、しかし、世帯主の通帳にしかお金入らん

わな。御期待申し上げます。 

 続いて、農業改良普及員が本町でどのような支援してくださっているのか、活動内容、

この掌握している範囲をお伝え願いたい。認定農業者と集落営農と法人営農しか相手にし

てないような気がして、私が役場におるときは、普及員がしょっちゅう役場に、竹林さん、

あれやらんかな、これやらんかな、いろいろ教えてくれよった。今、普及員が役場に来よ

らんように思う。いかがでしょうか、これを御答弁願います。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの再質問、普及員からの支援内容を問うについての御質問

にお答えいたします。 

 認定農業者、認定新規就農者及び法人経営体については、栽培支援のほか、希望者に対

する簿記指導を実践中、水稲・麦類の支援の生産振興はＪＡ仲多度地区営農センターと連

携し、栽培講習のほか、組織に対する個別支援対策を実施いただいております。 
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 組織運営は中讃地区集落営農法人協議会を通じ、研修会の開催や技術資料の提供、また、

希望者に対して簿記指導による経営改善の支援をいただいておるところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  物事は体制つくって、組織編成せないかん。本町職員が普及センタ

ーと農協の生産部会と生産者集めた生産流通の作戦会議を持って、作物ごとにやらないか

ん。手間かかるけど、やらないかん。それ向きの人員を、町長、整える気があるのかどう

か。農業改良普及センターの専門性、農協の組織力、いかに使うのか。町長の姿勢を問い

ます。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの再質問にお答えいたします。 

 農業振興におきましては、ＪＡの営農センター、また、経営普及員、そして、地元の生

産者、この三つの協力が非常に重要だと思っておりますので、今後、十分検討してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  及ばずながら、私も何か言いたい。農林課長を立ち往生させてはな

らぬ。疲労こんぱいさせたらいかん。人の編成だ、専門性だ、学習だ、視察だ、実地検分

だ、これを訴え申し上げて、２本目を終えたいと思います。 

○大西樹議長  ２番目の質問を終わります。 

 ここで、休憩を取ります。議場の時計で１１時までお願いいたします。 

休憩 午前１０時４４分 

 

再開 午前１１時００分 

○大西樹議長  休憩を戻して、会議を再開いたします。 

 ５番、竹林昌秀君、続いて３番目の質問を許可します。 

○竹林昌秀議員  三つ目は、町内の宿泊施設の施設能力と月別の宿泊者の動向の報告

を求めて、それがどのような経済循環を育んでいるのか、町長の答弁を求めます。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員の、町内の宿泊施設の能力と月別の宿泊者の動向の報告を求め

て、その経済循環の効果を問うの御質問にお答えいたします。 

 総務省、経済産業省の平成２８年経済センサス活動調査によると、全国での産業分類の

宿泊業では、事業所数が３万９，７０１事業所で、従業者が５７万４，０６７人、売上高

は５兆８，２８２億円と、前回の平成２４年調査より事業所数で８％、従業者数で１４．

３％、売上高で３７％と大きく増加いたしております。 

 また、１事業所当たりの収容人員と客室数を見てみますと、収容人員は、旅館・ホテル

が１２２人、簡易宿泊所が７６人、客室数は、旅館・ホテルが５４室、簡易宿泊所が３１
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室となっており、１客室当たりの収容人員は、旅館・ホテルが２．３人で、簡易宿泊所が

２．５人となっております。 

 次に、国土交通省と観光庁の宿泊旅行統計調査報告によると、令和元年１２月時点での

全国のホテル、旅館、簡易宿泊所及び会社、団体の宿泊所などの施設数は５万８，９５０

施設で、平成３１年１月から令和元年１２月の延べ宿泊者数は５億９，５９２万人で、う

ち外国人１億１，５６６万人で１９．４％を占めており、一人当たりの平均宿泊数は１．

３４泊、うち外国人が１．６泊となっております。 

 実宿泊者数は４億４，３９６万人で、うち外国人は７，２３７万人で、１６．３％を占

めています。 

 宿泊施設タイプ別の定員稼働率を見てみますと、旅館２５．０％、リゾートホテル４２．

６％、ビジネスホテル６２．８％、シティホテル６５．３％、簡易宿泊所１９．０％、会

社団体の宿泊所１８．２％で、全体では４１．８％になっております。 

 次に、香川県の状況を見てみますと、施設数は旅館５０、リゾートホテル２０、ビジネ

スホテル６０、シティホテル１０、簡易宿泊所４４０で、タイプ不詳を含む５８９施設と

なっております。延べ宿泊者数は４６５万９，２５０人で、対前年の伸び率は１５．１％

と、瀬戸内芸術祭の影響もあり、大きく伸びていますが、都道府県の順位は３４位となっ

ております。 

 また、実宿泊者数は３８４万２，５３０人で、宿泊施設タイプ別では、旅館６５万２，

４８０人、リゾートホテル６１万６，８６０人、ビジネスホテル１７４万９，３２０人、

シティホテル３４万８，５３０人、簡易宿泊所４７万３，４００人、会社団体宿泊所１，

９３０人となっております。 

 宿泊施設タイプ別の利用客室数は、旅館３０万９，９５０室、リゾートホテル２７万８，

７００室、ビジネスホテル１６９万９，０１０室、シティホテル３２万６，６５０室、簡

易宿泊所３１万２，０８０室、会社団体宿泊所８２０室で、全体は２９２万７，２２０室

となっております。 

 宿泊施設タイプ別の定員稼働率は、旅館２６．１％、リゾートホテル４３．６％、ビジ

ネスホテル５６．９％、シティホテル５４．７％、簡易宿泊所１８．３％、会社団体宿泊

所１３．３％で、全体では３７．６％と全国平均を下回っております。 

 次に、まんのう町内の活動している宿泊施設は、公共５施設と民宿を含む民間の４施設

だと思われます。 

 公共施設の平成元年度の利用者数につきましては、塩入ふるさと研修館１，１５２人、

塩入ふれあいロッジ４，０２９人、大川山キャンプ場９３１人、琴南健康ふれあいの里キ

ャンプサイト１，６３２人、国営讃岐まんのう公園オートキャンプ場３万４，３６３人と

なっておりますが、利用者の構成や年齢層については把握できておりません。 

 各統計につきましてはタブレットに掲載しておりますので、御覧いただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  所管課、誠に御苦労さまです。また、的確なグラフや表の表現でよ

く分かります。 

 観光いうたら、お金が落ちなんだら、来てもろたらごみが落ちて、空き缶が落ちて、交

通が危ないだけですね。 

 交流人口を増やすために、国土総合開発計画の地域活性化の時代には、定住人口を増や

せんから、よそから来てもらおうということを盛んにやりましたね。それが、今、町長が

報告された簡易宿泊所が県内に４４０あって、３４万人泊まっておるということですね。

これがなかなか泊まらん。 

 私は岩手県の宿泊所や霧島の簡易宿泊所の経営改善に行ったことがある。総務省派遣で、

見てきた。塩入のふれあいロッジは行政調査庁が調べに来た、私が責任者のときに。何で

や、嘘と違うか。どこやって宿泊所は人が来んのに、ここは人が来とる。調べに来た。ど

こから来た人ですか。泊まって、どこを周ったんですか、こういうことですね。 

 タブレットのを見ていただいたら分かるんですけども、まんのう国営公園のオートキャ

ンプ場、すごいですね。３万４，０００人も泊まっとる年がありますね。地域活性化のた

めに交流人口、関係人口を増やすかというのは、町長、本町にとって大事な方向性なのか、

どうでもいいことなのか、ちょっと町長の見解をお伺いしたい。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  町内の人口を増やしていくというのは非常に難しいと思いますので、ま

ず、交流人口を増やしていきたいと思っております。先般の水源の里シンポジウムでも交

流人口についての講演がございました。議員の皆さん方もお聞きしていただいたと思いま

すが、まんのう町はそれに力を入れていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  報告された以外にも、琴南にホテルがありますね。私の追上にも道

の駅の前にホテルができた。モーターホテルとかいう。新しい立地はできんらしいけど、

あれも泊まりよります。いろんな物の見方があるでしょう。 

 本町の宿泊能力は県内でどの位置にあるのか、これをちょっとお答え願います。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの、本町は県内でどの位置にあるのかという御質問にお答

えいたします。 

 宿泊施設に関する統計データについては、香川県に問合せを行いましたが、国のデータ

のみとなっており、市町村ごとのデータは入手できませんでしたので、御理解よろしくお

願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  経済センサスがどこまでつかむか、観光庁の観光白書もあったり、
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所管課はあらゆる資料を検索してくれたことがよく分かって、努力に敬服申し上げます。 

 本町への宿泊者はどこから来て、どこへ向かったんやろか。この回遊ルートを調べない

かんですね。四国は２泊３日を２回やったら、大体目ぼしいところはいけますね。東京や

大阪の人にそう言うて案内したらええ。 

 塩入ふれあいロッジ、本町は高速道路アクセスがすばらしい。私のもみの木峠から阿波

池田のインターチェンジまで１８分や。善通寺まで１５分ぐらい。四国中どこでも行ける

んです。宿泊者はどこから来て、どこへ向かったのか。宿泊者の回遊順路と交通手段はど

うか。これは調べようがないかも分からんけど、行政調査庁が塩入ふれあいロッジに調べ

に来たときは、これを入念に調べましたね。この２番目と３番目の質問、一緒にお願いし

ます。お答えをお願いします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの、宿泊者はどこから来て、どこへ向かったのか。また、

宿泊者の回遊順路と交通手段はどうかとの御質問にお答えいたします。 

 宿泊者がどこから来て、どこへ向かい、回遊順路については把握していませんが、令和

元年度の香川県観光客動態調査によりますと、交通機関別県外観光客入込数では、自動車

が７６．１％と大半を占めており、次いでＪＲ１４．０％、船舶５．７％、航空機４．

２％となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  昔は屋島見て、栗林公園見て、こんぴらへ泊まって、翌日、高知っ

ていう感じだったですね。自動車はどうにでも行けると。今、金毘羅山見てからかずら橋

へ行くのが、私のもみの木峠から見る限りは多いように思いますね。 

 宿泊単価、一遍泊まったら、どれぐらい金使いよるんか。宿泊料金が、うちのロッジや

あれが適正かどうか、周辺とライバルと比較して変えないかん。 

 所管課が出してくれた観光客動態調査確定版で見よると、令和元年度に一人当たりの消

費金額、宿泊したら２万４，４０１円使う。日帰りやったら６，３００円だと。泊めなん

だらお金は落ちんでということですね。 

 宿泊単価の分布を御答弁願います。分からな、それはかまんです。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの、４番、５番、６番、まとめてお答えいたしたいと思い

ます。 

 宿泊単価の分布数はいかようであるか、宿泊者の食事はどこで何を食べているのか、宿

泊者の土産物と特産品購入の傾向はどうかという御質問にお答えいたします。 

 香川県観光客動態調査での県外宿泊観光客の一人当たりの平均観光消費額について報告

させていただきます。 

 宿泊費１万８８６円、飲食費４，５２１円、交通費４，０２３円、お土産代３，６５４

円、入場料９０６円、その他４１１円で、合計２万４，４０１円となっており、近県から
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訪れる方が多く、１泊から２泊までの観光客ではないかと推定されます。 

 お土産品や特産品の販売額が伸びるよう、販売店の増加と商品のＰＲについて、関係者

と販売戦略を検討し、推進してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  町長、満濃池のそばにこんぴらの魚屋さんがホテル誘致する造成し

てほったらかされとるんがある。うちの土地開発公社が用地造成して、ホテル業者に売っ

てやってもええかも分からん。泊めるところを誘致したら、お金が回りますね。町長、い

かがお考えになりますか。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの再質問にお答えいたします。 

 町内に宿泊施設を造ってはということでございますが、まんのう町ではお隣の琴平町に

多くの宿泊施設がございますので、なかなかまんのう町で宿泊施設を造っても、運営が難

しいんじゃないかなと思っておりますので、十分調査研究をしてから取りかかりたいと思

います。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  ７６％が車ですね。私が塩入ふれあいロッジやふるさと研修館で接

した客はええところや言うて、どこへでも行けると。今はこんぴらへ泊まらずに、道後へ

行きよるんですね。香川県で２番目の宿泊能力を持っとるんは琴平で、高松は圧倒的です

ね。本町、琴平のそばにある。吉野川、川で遊べるぞ。うちへ泊まったらええが。町長、

回遊路等を研究して、私が今日質問した内容で観光の研究会開きませんか。いかがお考え

になりますか。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの質問にお答えいたします。 

 交流人口を増やす大きな手段の一つだと思っておりますので、十分検討していきたいと

思います。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  モンスターバッシュは３日間で４万人ぐらい来る。２万人の町へ４

万人来るモンスターバッシュ。モンスターバッシュに来る人はどこから来よるんやろか。

モンスターバッシュへ来た人はどこへ泊まっとるんやろか。岡山に泊まって来よれへんの

か。これの分かる範囲をお伝え願います。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの再質問、モンスターバッシュの観客の宿泊はどこでしょ

うかという御質問にお答えいたします。 

 モンスターバッシュの観客は２日間で延べ約５万人の観客が全国から訪れますので、県

内のみならず、近隣県のあらゆる宿泊所に宿泊されておると思われます。ちなみにモンス
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ターバッシュの運営関係者の一部は塩入ふるさと研修館や塩入ふれあいロッジの予約が空

いている場合には利用されていると聞いております。以上でございます。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  年間５０万人来よる国営公園がある。この宿泊者にどう対応するの

か、これは勝負ですね。宿泊施設や交通機関の連動、ネットワークを研究せんことには、

観光や交流人口拡大にならない。これについて、町長、いかがお考えですか。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  竹林議員さんの再質問にお答えいたします 

 竹林議員さん御指摘のように、国営讃岐まんのう公園では年間５０万人の観光客が訪れ

ております。それをうまくまんのう町に取り込むということです。いろいろ考えていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  コロナ以後はこれですね。大きなテーマに皆で取り組みたいと思い

ます。誠にありがとうございました。 

○大西樹議長  以上で、５番、竹林昌秀君の発言は終わりました。 

 引き続き、一般質問の通告がありますので、これを許可します。 

 ２番、常包恵君、１番目の質問を許可します。 

○常包恵議員  ２番、常包であります。ただいま議長の許可をいただきましたので、

通告に従いまして、６月議会の一般質問をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 最初の質問につきましては、コロナの支援について。 

 私は本当に困っている人に効果的に速やかに適切に届くことが大切だというふうに考え

ております。なかなか第４波の収束が見えない状況であります。若干、感染者数が落ち着

いているようにも思えますが、まだまだ見えません。 

 そして、本当にコロナの感染で療養されている方、一日も早い回復をお祈り申し上げま

す。 

 また、不幸にも、残念ながらお亡くなりになられた方もおいでると思います。御遺族の

方を含めまして、心よりお悔やみを申し上げたいと思います。 

 緊急事態宣言が再延長され、また、県内でも指数といいますか、警戒レベルが一つ下が

ったものの、先ほど言いましたように、病院の使用率、ベッドの使用率というのは高いま

まであります。今後も私たちの町１万８，０００人の町民、そして事業所にきめ細かな効

果的で素早い施策が求められております。 

 最初に、町民の現状についてお伺いいたします。 

 町民税で非課税とか均等割とかという言葉を聞きますが、どのくらいの所得の階層の方

たちなのか。 

 そして、コロナ前でありますが、一昨年の所得を基にした令和２年度の町民税の関係で、
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この階層の方たちは全体に対してどのぐらいおいでるのか。若者を見たときに、どのよう

な分析ができるのか。 

 昨年の所得を基にした令和３年度の住民税が間もなく決まると思いますが、スケジュー

ルについても併せてお示しをお願いします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  常包議員のコロナ支援は、町の支援がより必要なところへの御質問にお

答えいたします。 

 まず、１番目のコロナ支援は短期だけでなく、中長期の視点からも財政状況、重点施策

を考慮して焦点を当てた支援が必要だ。住民税の課税状況から、町民の昨年所得は一昨年

に比べてどのような状況か。 

 昨年度の所得を基にした今年の住民税の決定、全体が明らかになるまでのスケジュール

はという御質問にお答えいたします。 

 御質問にあります非課税者及び均等割のみを納める者は、所得割の非課税対象者と考え

られるかと思います。令和３年度より、税制改正により均等割及び所得割の非課税の範囲

が変わっておりますので、ここでは令和２年度の所得割が非課税の範囲について説明させ

ていただきます。 

 扶養者がいない場合は総所得金額が３５万円以下、扶養親族がいる場合は総所得金額が

３５万円に本人と扶養者の数を足した人数を乗じて、それに３２万円を加えた額以下の場

合に所得割が非課税になります。 

 非課税及び均等割のみを納める者の割合につきましては、令和２年度の課税状況調べに

よる住民税の納税義務者数から均等割のみを納める者１，２７３名、均等割と所得割を納

める者７，７８７名、合わせて９，０６０名となっており、令和２年１月１日のまんのう

町の人口は１万８，４６７名でございますので、非課税者及び均等割のみを納める者の割

合は、おおむね５７．８％となります。 

 次に、昨年の所得を基にした令和３年度の住民税につきましては、６月１０日に確定い

たします。それ以降なら状況等についてお示しできますので、御理解を賜りますようお願

いいたします。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  ちょっと聞きにくかったんですが、全体の所得者のうち均等割と非課

税者の層の比率は幾らなのかをお示しください。 

○大西樹議長  もう一度、ちょっと。 

○常包恵議員  先ほど５７．１％というような数字も出たんですけど、全体の働いて

いる人の人数のうち均等割と非課税のクラスの人はどのぐらいの率かということ、何割い

るのかお示しください。 

○大西樹議長  ここで、議事整理のため、暫時休憩といたします。 

休憩 午前１１時２６分 
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再開 午前１１時２７分 

○大西樹議長  休憩を戻して、会議を再開いたします。 

 税務課長、小縣茂君。 

○小縣税務課長  常包議員さんの質問にお答えします。 

 お勤めになられる方の中での非課税者の割合いうことですけども、これは今のところは

っきりした数字つかめてませんので、今のところつかんでいるのは全体としての数字しか

つかめてないので、これまた数字のほうを確認取りたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  改めて資料の提出をお願いします。 

 コロナ対策、先ほど町長が中長期的な視点が必要ということもお話がありましたが、私

も目の前のことだけではなく、中期、長期的な視点も必要ですし、この自治体の財政状況

というのも考えていかなと、このように考えております。 

 仮にインパクトがあるような施策であって、一律全員に多くの金額が支給される、ばら

まき的な施策というようなことも言われておりますが、このような施策については周りの

自治体、周辺の自治体との均衡が崩れるのではないかと私は考えたりします。 

 よそのところのお金の使い方ではありますが、ごみやし尿やいろんな広域で一緒に行政

を進めている立場から、このような施策は、昨年、国において行われましたが、国におい

て実施をされるべきではないかというふうに私は考えます。町長の見解があれば、改めて

お示しもいただきたいんですけど、確かに多くの人が困っております。生活に困っている

中で、本当に必要な人に、事業者に焦点を当てて支援をしなくてはいけないかなと、この

ように思うところでありますし、昨年の定額給付金であれば、１０万円の給付金ですね、

７割が貯蓄に回った、このような新聞報道もされておるところであります。 

 まんのう町では４月の臨時議会で４割プレミアムつきの商品券、一人上限４万円の発行

が決定されております。残念ながら、昨年、商品券、目標の半分以下というような厳しい

数字でありました。昨年の失敗を繰り返さないための工夫は現時点でどのようにされてお

るのでしょうか。商品券は私たちの生活支援には大変結びつきますが、地域の経済施策、

経済支援という点からは、まだ弱いんではないかというふうにも思うわけではありますが、

現時点で商品券の利用者が増える工夫をお示しいただきたいと思います。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  常包議員さんの、現時点での商品券利用者が増える工夫はについての御

質問にお答えいたします。 

 令和２年度に実施いたしましたプレミアム３０％つきのプレミアム商品券につきまして

は、１，０００円券のみの商品券で、１枚１枚がばらばらで封筒に封入しておりましたが、

今回は少額でも使用できるように５００円券を追加し、１セットを１万円で販売し、５０
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０円券を８枚と１，０００円券を１０枚にした１万４，０００円分の商品券を、ばらばら

ではなくとじたものにいたしました。 

 また、プレミアム４０％つきのプレミアム商品券の申込みはがきのついたチラシに商品

券の利用可能な販売店を地区ごとに表記いたしましたので、申込時点で利用可能な販売店

が分かるようにいたしました。住民皆さんで町内事業者を応援していただきますよう、商

品券の利用をお願いいたしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  ありがとうございました。ぜひ多くの方が商品券を活用いただいて、

町内の事業者を応援していきたいと私も思っております。６月１日から１５日の申込期間

だったと思いますので、ぜひ放送をお聞きの方も活用いただきたいと思います。 

 それで、国や県、町、それぞれの今までの支援ですが、どちらかといえば事業者の支援

もありましたが、多くは子育て世帯をターゲットといいますか、中心に考えてこられたん

じゃないか。国や県、社会の宝物である子供たちのことを重視するというのは当然だとは

思いますが、結婚されていない方や子供がいない家庭に対しての支援は薄かったのではな

いかや、ほとんどなかったのではないかというふうにも感じたりしております。 

 厚生労働省が５月１４日に全国で１０万３，５９３人、飲食業や製造業が多いようであ

りますけど、香川でも４２０人の方がコロナで解雇や雇止めにあったというようなことが

厚労省のホームページに記載されております。 

 また、厚生労働省所管の独立行政法人労働政策研究研修機構というのがありますが、昨

年４月から９月の調査で失業率を見たときに、１５歳から１９歳の方が最も高く、２５歳

から２９歳が２番目、また、コロナの影響があったという方は、２５歳から２９歳が約半

分、５０％弱です。このような調査が報告されております。 

 県内においても、百十四銀行が先月に発表した企業経営動向調査によりますと、今年１

月から３月の状況が、昨年１０月から１２月に比べて、そのポイントがマイナス指数がマ

イナス３２．２ポイント、これは調査以来初めて、最大だというふうな報告がされており

ます。 

 ぜひ、昨年の所得がもうすぐ明らかになる時期でありますから、若い人の状況はどうな

のか、こういうことを分析いただいて、速やかな支援をお願いしたいと考えますが、町長

の考えはいかがですか。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  常包議員さんの、子育て世帯への支援と同様に、若者の支援が必要であ

る。若者への速やかな支援をとの御質問にお答えいたします。 

 厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について、

都道府県労働局の聞き取り情報や公共職業安定所に寄せられた相談・報告等を基に、新型

コロナウイルス感染症の影響による雇用調整の可能性がある事業所数と解雇等見込み労働

者数の動向によりますと、５月２１日時点までの累計値で、雇用調整の可能性がある事業
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所は１２万９，４８０所、解雇等見込み労働者数１０万４，５３２人で、うち非正規雇用

労働者数は４万８，７９８人となっております。 

 解雇等見込み労働者数の業種別では、製造業が２万３，２４１人で１位、次いで小売業

１万４，０３３人、飲食業１万２，７６５人、宿泊業１万１，９４３人となっております。 

 香川県では雇用調整の可能性がある事業所は４１２所で、解雇等見込み労働者数４５２

人となっております。 

 厚生労働省では、ハローワークにコロナ対応ステップアップ相談窓口を設置し、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で離職した方、休業中の方やシフト制で働くなど、働きながら

スキルアップしたい方に職業訓練の情報提供や受講あっせん、職業訓練の成果を踏まえた

就職支援等を行っておりますので、相談していただければと思います。 

 また、「かがわ若者サポートステーション」や「さぬき若者サポートステーション」も

ありますので、相談していただければと思います。 

 また、町独自の若者への支援につきましては、今後、財源確保に努めながら、真に支援

が必要な若者にしっかりと届くような施策を議員の皆様方の御意見も聞きながら検討して

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  ありがとうございました。通常でも最近は若い人の非正規化というの

が高まっておりますし、コロナでそれが追い打ちをかけているという状況をぜひ分析も含

めてしていただいて、適切な支援をお願いしたいと思います。 

 続いて、若者支援のもう一方として、奨学金を受けている大学生などへの支援策として、

昨年、町独自に一人５万円の応援給付金が支給されました。今年も同様の支援が４月に決

定されたところでありますが、その中で、なぜ昨年支給された人が今年は除外されたのか

お示しください。アルバイトが減少したり、保護者の仕送りの減少など、厳しい生活が続

いているという状況でありますが、なぜ除外されたのかお示しください。 

 それから、町の奨学金の給付型をずっと求めてまいりました。昨年の９月議会で質問さ

せていただきましたが、その際には保育士や幼稚園教諭の人材確保策として給付型を研究

している、このような答弁がありました。私はこの４月から新たな制度が発足されるので

はないかというふうに期待をしとったわけですけれど、まだ明らかになっておりません。

その後の検討状況について御説明いただきたいと思います。 

 それと、町の奨学金につきまして、一人５万円支給ということで、月額５万円、大学で

あればですね、非常に助かるなと思うわけでありますが、利用者が５名という状況をお聞

きしております。なぜこのように少ないのか。 

 先月、東かがわ市の奨学生の募集というのが５月２５日付で新聞に報道されておりまし

たが、東かがわにお聞きしますと、そこも５万円でした。利用者は減っているようであり

ます。しかし、毎年５人ぐらいの新規があるようです。ということは４年で２０人ぐらい。

まんのう町の場合は５人ということで、その辺、どこに問題があるのか。利用する保護者
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や子供たち、そして、サポートする学校や先生方の御意見はどのような状況をつかんでお

るのかお示しください。 

 仮にまんのう町の奨学金は、ほかの学生支援機構の奨学金があるとか、いろんな給付制

度があるので、もう借りないというのであれば、町の奨学金は貸付制度から他の奨学金の

返還を応援する制度に変更してはどうかというふうにも考えます。一定期間町内に住んで、

働きながら奨学金を返している、そういう方の応援をするということはいかがでしょうか。

町内に若者が帰ってきたり、住み続けてくれる策の一つというふうになるのではないかと

思いますが、併せて御答弁をお願いします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  常包議員さんの再質問にお答えします。 

 まず、本年度実施いたします奨学生への給付金について、昨年支給された人がなぜ除外

されたかにつきましてお答えします。 

 昨年度実施いたしました奨学生に対する緊急学生支援給付金事業につきましては、８８

件で４４０万円の支給をいたしました。本年度実施する奨学生への給付金は、国の定額給

付金のように奨学生にあまねく支給という観点から、一度給付を受けた学生を除外し、昨

年度、本制度を知らずに受給できなかった学生や、今年度から新たに奨学生となった方に

対して支給する事業といたしております。 

 また、本町の奨学金制度の利用者が５名で少ないとの御指摘でございますが、昨年度に

給付金を受給した学生が８８名であったとお答えしましたが、そのうちの７８名、率にし

ますと８８．６％の方が独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けております。

香川県の奨学金制度を利用している方が４名ですので、本町の奨学金の利用者とほぼ同数

でございました。 

 多数を占めております日本学生支援機構の奨学金の貸与金額は月額２万円から１２万円

と幅広く、一人当たりの平均月額が６万円でございます。また、分かる範囲ではございま

すが、返還期間が最長で１８年でございました。本町の奨学金の月額が５万円、返還期間

が最長１５年でありますので、日本学生支援機構との差もそう大きくはないものと考えて

おります。 

 次に、給付型奨学金制度の創設についてでございます。 

 議員の御指摘にもありますように、卒業した後に町内で一定期間住む方などに対する奨

学金の返還を猶予するといった内容を含め、多くの学生が借りることができるよう、今年

度中に制度化すべく準備を進めておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  ありがとうございます。本年度中に新たな制度をつくると、拡充する

ということですので、ぜひ期待をしておりますが、私が調べたところでは、三豊市で、今

年、県内の市町で初めて給付型を既につくったということが新聞に出されておりました。

４月１２日ですか、三豊市が県内で初めて出されましたが、岡山県津山市では若者定住促
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進奨学金返還金補助事業というのが平成２８年度からスタートしております。これは大学

卒業後、市内に３年以上住んで、学生時代の奨学金を返還しながら近隣でも含めて働いて

頑張っているという方に対して、月２万円を上限に３６月分、３年分の応援をするという

制度であります。昨年から実際の支給が始まったようですが、２４人の方が利用されたよ

うです。 

 ほかにも愛媛県新居浜市、福井県高浜町、福島県三春町など、全国ではいろんな工夫を

されているようです。これは私がインターネットで自分の家で見ただけでこれだけヒット

したわけですから、皆さん、行政のいろんな情報誌などでもたくさん出てきているんでは

ないかと思うわけです。 

 そういう意味で、給付をするのも、それも一つの制度でありますが、利用者が伸びない

状況が解決されないんであれば、そういう応援をする、そのことによって、若者にまんの

う町に定住、帰ってきていただくということも、そういう面からの施策として活用すると

いうことがどうかなというふうに私は考えるわけですが、答弁をお願いします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  常包議員さんの再質問にお答えいたします。 

 常包議員さん御指摘のように、給付につきましても先進地がたくさんあるようでござい

ますので、そういった先進地の状況等も検討して、今年度中に制度化すべく準備をしてま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  ありがとうございました。ぜひ事務局含めて、これは教育委員会の問

題だけではなくて、町としての地域創生といいますか、若者に住んでもらうという立場で

のセットと含めて、教育委員会任せじゃなくて、町長部局もセットで考えていただきたい

と私は考えますので、よろしくお願いします。期待をしておきます。 

 ３番目でありますが、事業者の関係なんですけど、ずっと言い続けてまいりましたが、

休業や時短要請はないけれども、私たちの生活になくてはならない事業に対しての応援を

してほしいということを求めてまいりました。答弁は、プレミアム商品券で事業者を応援

してほしいということでありましたが、理容業、美容業、マッサージ、接骨院、デイサー

ビスなどのヘルパー事業、バスやタクシーなどの公共交通、そして、宅配などの運送事業、

本当に密接な、相手と対面する事業が多いと思いますが、その方たちが安心して事業を継

続できるよう、現金給付も含めて、また、それだけではなくて、定期的な検査といいます

か、その人たちに安心感を与えるために検査が必要ではないか。そして、事業者の安心は

私たち利用者、事業を利用する人たちの安心にもつながると考えますが、いかがお考えで

しょうか。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  常包議員さんの３番目の御質問にお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策で、休業・時短営業の要請や外出の自粛によ
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り影響を受けた事業者に対して、令和２年度にまんのう町持続化応援給付金の申込みを受

付し、理容・美容・整体などあらゆる業種の方、４００事業者に１億２，０００万円を給

付いたしたところであります。 

 業種別の給付状況につきましては、所管事務調査の資料としてタブレットに掲載いたし

ておりますので、御覧いただきたいと思います。 

 国の緊急事態宣言の再度の発出や県内における新型コロナウイルス感染症が感染拡大し

たことから、５月８日に県独自の「香川県コロナ非常事態宣言」を発令するとともに、５

月９日から対処方針の対策期、最高レベルの緊急事態対策期に移行され、県民に対して不

要不急の外出自粛の呼びかけや、飲食店の事業者に対しては４月７日から営業時間短縮の

協力要請がされ、延長、再度の延長と大きな影響を受けていますことから、飲食事業者や

関連事業者の営業継続を支援するため、香川県が香川県営業継続応援金を支給いたします。

まんのう町も香川県営業継続応援金の支給を受けた事業者に対して、香川県の給付額の２

分の１の額を支給いたします。現在、準備を進めており、決定次第に町のホームページや

広報、音声告知にて周知いたしますので、申請していただければと思います。 

 また、常包議員御指摘のように、理容・美容、整体、物流、薬局、公共交通、介護、ヘ

ルパー職の方々は他の職業の方より密接な対応がある職業として認識いたしております。

他市町の状況も踏まえながら、今後、これらの職業の方々にどのような支援が適切で効果

的なのかを研究、検討し、検査体制につきましても併せて検討してまいりたいと考えてお

りますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  先日、散髪に行ったときに、県内の理容所ではコロナの感染は発生し

ていないそうです。お店の方の御苦労もあろうかと思いますが、散髪とか対面ですること

は少ないということも言われておりました。顔ぞりにしても、その間はしゃべらない。マ

スクはないけどしゃべらないということで、幸いにも感染はないんだということが言われ

ておりましたが、宅配業者の方も、私、どんなかなと思うんです。本当に県をまたぐ、東

京や感染が多い地域も含めて物流は動きます。そこを運転手の方は本当に行ったり来たり

している。そういう方に対して、本当に感染の危険と隣り合わせといいますか、そういう

方が突然熱を出したとしたら、本当に不安で不安でたまらないんではないか、このように、

今、感じているところであります。そういう方たちの家族も含めて、本当に心配なんでは

ないかと思うわけです。そういう方たちの不安を取り除く方法をぜひ考えていただきたい

なということを要望しておきたいと思います。 

 それで、四つ目の質問に移りますが、感染拡大防止については、当然、ワクチンの接種

というのが必要でありますが、それプラス、無症状者、知らない間に感染し、症状はない

方が知らない間にうつしてしまう、そういうことを防ぐことが大切ではないかというふう

に思います。 

 先日、これもまた三豊市が県内で初めて全市民を対象に抗原検査を行うという報道がさ
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れました。市立病院があるとは言いながら、県内で初めてでありましたし、市民の関心は

非常に高く、申込みも多かったというふうに聞いとるわけですが、これもインターネット

で調べてみましたが、人口約５０万人、東京に隣接する千葉県松戸市では、無症状者の全

市民を対象に月２回までのＰＣＲ検査に対して、１回２万円を上限として補助する制度を

設けているそうです。昨年の１２月から設けておるそうでありますが、予算２億円だそう

です、５０万人都市ですから。そこは全市民プラス市内の保育所、こども園、小中校、入

所、通所を問わず、介護や障害などの事業所に松戸市以外から働きに来ている方も含めて

補助の対象者というふうにしておるそうです。 

 先ほど他市町の状況も調べながらということでありましたが、予算も三豊市は約３，０

００万円というふうにもお聞きしました。報道で知る限り。予算ですけどね。そういう町

としてできることは何なのか、感染拡大防止のために町として何ができるのかという視点

から、改めて御答弁をお願いします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  常包議員さんの４点目の質問についてお答えいたします。 

 まず、三豊市が現在実施しております抗原検査につきまして問い合わせましたところ、

対象者は基本的に無症状の三豊市民、市内事業所、学校に勤務、在学する人で、唾液を用

いた抗原定量検査を実施しております。具体的には、電話または来庁により申込みをして、

検査キットを郵送または健康課窓口で渡し、採取した検体を所定の日時に市立の永康病院

へ持参する方法でございます。病院から検査機関へ回し、検査をした後、三、四日後に検

査結果を個人宛てに郵送し、陽性であれば永康病院で再検査を受けるようになっておりま

す。 

 この抗原検査でございますが、三豊市はその場で３０分程度で分かる唾液による簡易キ

ットの抗原検査、いわゆる抗原定性検査は無症状者に対しては精度も低く、厚労省も推奨

していないことから、四国中検などの専門的な機関で検査をする抗原定量検査を実施して

おります。５月末現在で約１，２００名の方が実施しているようで、事業開始当初は予約

が多かったものの、現在は落ち着いているようでございます。 

 まんのう町には町立の診療所はありますが、三豊市のような大きな公立病院がないため、

安全で効率的な検査キットの受領場所の検討など様々な課題がございます。 

 しかしながら、三豊市や全国で抗原検査を実施している市町の状況を注視し、今後、抗

原検査の有効性などを検証し、導入するかどうか、鋭意検討してまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  ありがとうございました。先ほど紹介しました千葉県松戸市、人口約

５０万人なんですけれど、昨年１２月から制度がスタートし、４か月間、令和２年度の中

で利用者は２，７００件だそうです。思ったより少ないですよね。みんなが利用するとい

うんではない。やっぱり心配な方、先ほど言いました事業、密接に会う方も含めて、やっ
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ぱり心配な方が利用されるんだと思うんです。そういう方に安心感を与えるために、松戸

の場合は後から申請、領収書を出して申請するという立替払いですけど、そういうことも

含めてあれば、町立病院がなくてもできるんではないかと思いますので、ワクチンが広ま

って、そういう検査も要らなくなる時代が来るんかも分からんけれど、そういう時代が来

ればまた別として、現時点においては、やっぱり安心感を町民の方に持ってもらうという

ことが大切なんかなと思いますので、ぜひ検討いただきたいことをお願いして、５番目に

移りたいと思いますが。 

○大西樹議長  常包議員に申し上げます。ここで休憩を取りたいと思いますので、議

場の時計で１時３０分まで休憩といたします。 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時３０分 

○大西樹議長  休憩を戻して、会議を再開いたします。 

 ２番、常包恵君、質問を許可します。 

○常包恵議員  午前中に引き続き、質問させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

 １番目の最後の質問、ワクチンの関係で若干お聞きいたします。 

 私が質問通告して以降、最近、急にワクチンの状況がたくさん来て、周りの状況が変わ

ってまいりましたので、若干、時期がずれるかも分かりませんが、よろしくお願いします。 

 ７月中に高齢者が接種が終わるということで進められておりますが、８月以降の状況に

ついてどういうふうにしていくのか、早急な決定が必要かと考えます。７月末から８月に

かけて夏休みということもあり、高校生を含めて学生の方に３週間余りで２回の接種とい

うことが可能ではないかということを思いますので、そういうことも一案と、お願いした

いと思います。 

 また、先ほど仕事柄、住民の方と密接な仕事ということを何点かお話ししましたが、そ

ういう方も糖尿病とか重症化しやすい病気をお持ちの方と同列に、優先的に接種ができな

いものか、そういう配慮ができないものかお伺いいたします。 

 最後に、先日、新聞で１７の県内の市長さん、町長さんの中で、まんのう町長さんだけ

が一番にワクチンを打っとったというような、何か新聞に出ておりました。何かちょっと

あの書き方はいかがなものかなと思ったんですけれど、命の問題ですから、いろんな御意

見ありましたが、私は町長、副町長、教育長、町の三役、そういう方は町の危機管理上、

本来、優先的に接種していただくというのがいいんではないかというふうに思います。仮

に私は受けたくないという、接種したくないという町長がいても、これは受けてもらわん

と困るというぐらいの体制で、コロナという大災害に当たっての町の危機管理体制の観点

から、そういう視点も必要ではないかと私は考えているところであります。 

 最後になりましたが、ワクチン接種の関係について御答弁をお願いします。 
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○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  常包議員さんの５番目の質問にお答えいたします。 

 新型コロナウイルスワクチンにつきましては、重症化リスクの大きさ等を踏まえ、まず

は医療従事者に、次に高齢者、その次に基礎疾患のある方や高齢者施設等の従事者と同順

位で６０歳から６４歳の方への接種、その後、それ以外の方々に対し、ワクチン供給量や

地域の実情等を踏まえて順次接種をできるようにすることとされております。 

 薬局の薬剤師等は医療従事者の枠で接種を受けることができました。高齢者施設の従事

者は施設内のクラスター対策のより一層の推進のため特例として、本町でも４月１２日か

ら高齢者と同じタイミングで優先的に接種を進めております。 

 次の基礎疾患のある方などの順位となった場合には、市町村の判断とされるホームヘル

パー等一定の居宅及び訪問系サービス事業所の従事者への接種も、可能な限り同じ順位で

接種できるよう取り組んでまいります。 

 基礎疾患のある方などにつきましては、町では全容が把握できないため、御案内の時期

が来ましたら、行政告知放送、ホームページ及び医療機関などを通じてお知らせしますの

で、接種を希望する方は町へお申込みいただくよう準備を進めております。 

 一方、５月２１日にモデルナ社製のワクチンが正式に承認され、国ではまず大規模接種

施設で用いるとしており、職域での接種へ利用範囲が拡大することが見込まれております。 

 産業医による接種等職域接種につきましては、今後、詳細が示されていくことと思いま

す。 

 また、先日、ファイザー社のワクチンにつきまして、対象年齢が１６歳以上から１２歳

以上に変更され、解凍後の冷蔵保存が可能な期間が５日間から１か月に改定されました。 

 常包議員の御提案にもありますよう、夏休みの時期を有効活用することも効率的である

と考えますが、小中学生も対象となったことで、職域接種と同様に学校での接種等どのよ

うな方針で進めるのか、全国知事会から早急に示すよう要望を受ける国の動向に注視しな

がら、本町の接種順位の優先性等検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  よろしくお願いします。 

 以上で、１番目の質問を終わります。 

○大西樹議長  １番目の質問を終わります。 

 続いて、２番目の質問を許可します。 

○常包恵議員  ２番目の質問であります。性的少数者への支援をということでありま

すが、最近、ＬＧＢＴ、テレビ、新聞で耳にしたかと思います。以前から議論はありまし

たが、聞くところによりますと、東京オリンピック・パラリンピックを控えて、国際世論

に耐えられないとして法案が急に浮上し、私が通告した５月１８日以降に、月末にかけて

新聞、テレビでたくさん出るようになったと伺っております。 
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 同性の方や、男女両方が恋愛対象になる人や、自分の性に違和感を感じる人などのこと

をＬＧＢＴと位置づけられておりますが、その割合は人口の約５％から８％と言われてお

りまして、８％ですと、香川県では約８万人、まんのう町１万８，０００人とすると、約

１，４００人という数字が出てまいります。 

 しかし、戦前の家制度の中で、男と女、戸主と嫁というような性的な役割が社会の常識

とされていた時代では、自分の気持ちを押し殺して生活をしてきた方が大勢いるのではな

いか、このように思います。 

 しかし、最近では誰もが自分らしく生きることのできる社会が大切ということが広まっ

てき、性的少数者の立場を尊重し、同性カップルを公的に認める、婚姻関係のような状態

であることを市町が認定する制度、パートナーシップ宣誓制度が広まっております。 

 全国では、２０１５年（平成２７年）に東京都渋谷区、世田谷区で導入して以降、８４

市区町村に拡大しております。県下では高松市、三豊市、多度津町など、六つの市町が導

入しております。 

 宣誓したパートナーは高松市で６件、三豊市で３件、東かがわ、土庄で各１件と少数で

はありますが、差別の中で苦しんでおる人は、先ほどの数字ではありませんが、大勢おい

でるのではないかというふうに推測します。 

 まんのう町としてこの制度の目的、メリット、問題点などの検討状況についてお示しく

ださい。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  常包議員の、パートナーシップ制度化に向けて、制度の目的、メリット、

問題点など現時点での検討状況はの御質問についてお答えいたします。 

 まず初めに、県内の導入状況について説明させていただきます。 

 県内では２０２０年１月に三豊市が初めてパートナーシップ宣誓制度を導入し、次いで

４月には高松市、本年１月には東かがわ市、そして、４月からは土庄町、小豆島町、多度

津町が導入し、県内では３市３町が導入している状況でございます。 

 このパートナーシップ制度は法律上婚姻が認められていない同性のカップルがお互いを

人生のパートナーとして宣誓することで、二人の関係性を公的に証明する制度であります。 

 この証明は法律上の婚姻関係を認めるものではありませんが、二人が生活を送る上での

生きづらさの解消につながるものであり、また、自治体によって制度の詳細は異なります

が、公営住宅に家族として入居が認められたり、一部の民間サービスの提供が受けられる

など、社会生活を送る上でのメリットがあるというものでございます。 

 しかしながら、この制度は自治体独自の取組であり、この宣誓により戸籍や住民票の記

載が変わるものではなく、公的効力がないことから、制約や課題等もございます。 

 また、社会的には性的少数者などについて理解が進んでいるとはいえ、まだまだ理解さ

れず、誤った認識から差別や偏見などにつながるおそれがあることから、まずはどこに問

題があるのかの実態把握が必要となりますので、今年度策定いたします第３次男女共同参
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画プランに向けての基礎調査となる住民アンケートに性的少数者についての調査項目を設

けて意識調査を行うよう現在進めておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  新聞報道によりますと、性的少数者への差別を許さず、国民の理解増

進を図る法案が与野党の実務者レベルでは一旦合意をされた。しかし、自民党のほうが提

出を拒否したというようなことが新聞報道されておりましたが、その法案によりますと、

全ての国民が性的指向や性の自認を理由とする差別は許されない。相互に人格と個性を尊

重しながら共生する社会の実現を目指す。地方公共団体は知識の着実な普及、相談体制の

整備などが求められているというような中身になっておるようであります。 

 このような国の動き、また、県下１７のうち六つ、３分の１が導入している状況から、

まんのう町でも、先ほどの今年度中のアンケート調査というだけで、方向性として実現に

向けてしていく方向性があるのか、改めて御答弁をお願いします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  常包議員の、パートナーシップ宣誓制度の導入についての御質問にお答

えいたします。 

 制度の導入に向けては、法整備や全国的な動向に注視しながら、既に導入している先進

自治体から課題や意見を聞きながら調査研究を進めてまいりたいと考えております。 

 また、住民へはホームページや広報誌、人権研修等により性的少数者に対する人権の尊

重や理解の促進を図りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  マスコミ報道によりますと、残念ながら、こういうＬＧＢＴ、子供を

産まないことについて、種の保存に背くだとか、生産性がないだとかという発言が現職の

国会議員さんから出ているということであります。本当に悲しいかなというふうに思いま

すが、何かやっぱり男と女という異性のほうを好きになるというのが多い、確かに多数で

あります。しかし、多数の人の意見だけでなくて、少数の人、現実においでるということ

をお互いに理解をするというスタンスが、そういう発言には私は全く感じられないんです

けれど、国際基準といいますか、国際的な流れ、その中で、やっぱり日本だけ独自の基準

というのはないというふうに思います。ですから、まんのう町役場の取るべき方向性とい

うのも、おのずから決まってくるのではないかというふうに、決まっているのではないか

と、現時点においてもですね、そこの方向性に向けてどういうふうな地ならしをしていく

のか、そこが求められていると思いますが、私は制度が利用する人、本当に先ほど言った

ように、県内でも少ないです。まだまだ全国的にも少ないですが、その制度によって気持

ちよく、先ほど息苦しさをなくするとかいう回答ありましたが、やっぱり気持ちよく暮ら

していける人がおいでるなら、その制度化に向けて努力をしていくことは大切なんでない

かと思いますが、改めて御答弁をお願いします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 
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○栗田町長  常包議員さんの再質問にお答えいたします。 

 社会的には性的少数者について理解が進んでいる、また、世界的な潮流でもあるという

ような話でありますが、しかしながら、まだまだまんのう町あたりは封建的な昔ながらの

社会性が残っておりますので、まだまだ理解されずに、誤った認識から差別や偏見などに

つながるおそれがあるのではないかというふうに思っておりますので、やはり香川県でも

先に導入しております先進自治体からの課題や意見等を聞きまして、今後、十分調査研究

を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  ありがとうございました。当然、私も人生もう６１ですから、社会の

常識、今の社会的な常識の中で育ってまいりましたから、そういうのが染みついています。

それを一つ一つのけていかなければならない。本当に大変だとは思いますし、それが染み

込まないためには教育の力、教育の役割というのは非常に大きいんではないかというふう

に、また期待をしておるところであります。 

 これが香川県人権啓発推進会議が作成したパンフレットであります。ＬＧＢＴの人権に

ついて考えようということで、パンフレット、役場にも置かれています。 

 先ほど言いましたように、私の古い時代にはこういうことが定義がなかった関係で、何

か変わった人のような扱いを受けたり、そういう目で見られていたところもあります。 

 現在の教育課程の中で、学校の中でどのように取り扱われて、どのように子供たちが学

んでいるのか、その点についてお示しください。 

○大西樹議長  教育長、三原一夫君。 

○三原教育長  常包議員の、性的少数者の支援を学校教育ではどのように取り入れて

いるかについてのお尋ねでございます。 

 性的少数者に限らず、少数意見等を大切にすることは学校教育の原点であると捉えてお

ります。 

 まず最初に、性的少数者につきましては、人権教育の一環として取り組むことであると

理解いたしております。校内には人権週間に合わせて性的少数者の人たちに対する理解を

深め、差別や偏見をなくすための啓発ポスターの掲示もいたしておるところでございます。 

 その上、まず、教職員に対しての取組についてでございます。 

 小学校、中学校ともに校内の人権教育研修の中で、この問題に関する事項につきまして

共通理解を図っておるところでございます。 

 次に、児童生徒に対する指導についてでございます。 

 小学校におきましては、性的少数者に特化した指導は行ってございません。しかし、男

女差別や障害者差別などに関しましては、道徳や学級活動、また、学校教育全体の場で指

導を行っておるところでございます。 

 中学校におきましても、これに関する事柄を取り出した指導は行っておりませんが、こ

の性的少数者に限らず、それぞれの立場の違いを認め、お互いの人権を尊重することの大
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切さについて考える機会を設けております。これらの人権教育につきましては、道徳の指

導や学級指導、または人権集会の中で日常的に行っておるところでございます。 

 なお、中学校におきましては、生徒から性的指向についての相談を受けた場合には、個

人情報の取扱いに十分注意をしながら、相談を受けた教職員だけでなく、専門家でありま

す養護教諭を含めたチームで対応することといたしております。また、職員会などの機会

を通じて配慮が必要な生徒として共通理解することにして、適切に指導しておるところで

ございます。 

 今後とも、非常に重要な学校教育の中での柱であるというふうに捉えております。以上

でございます。 

○大西樹議長  ２番、常包恵君。 

○常包恵議員  ありがとうございました。非常に大切な問題でもありますし、この問

題が逆にいじめにつながっても大変困ります。そういう面で、学校教育の立場でぜひ子供

たちにちゃんと教えていただいて、また、それが保護者にも伝わっていくと思いますので、

ぜひ学校の教育に期待をして２番目の質問を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。 

○大西樹議長  以上で、２番、常包恵君の発言は終わりました。 

 引き続き、一般質問の通告がありますので、これを許可します。 

 １番、鈴木崇容君、１番目の質問を許可します。 

○鈴木崇容議員  ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に基づいて一般質

問に入りたいと思います。お昼から２番目の質問が私の一般質問です。皆さん、眠たくな

ると思いますが、しばし我慢をしていただき、お聞きください。 

 今まで議会で継続して一般質問をしてきましたが、ここ最近は一般質問のイップスにな

っているような気がいたします。少し気持ちもどんよりしているところがあります。やは

りこれもマンネリ化してきているコロナ禍の影響で何らかのストレスがたまっているのか

なと思うところがあります。どこにも行けない、何もできない、食事にも皆さん行けない、

不要不急の外出を控える、これは一体いつまでなんでしょうか。私はいつもコロナに関し

ては絶対に負けられない闘いといろいろなところで言っておりますが、しかし、何らかの

相手と闘うときは、敵がいつも正面や周りにいるのに、コロナに関しては気がついたら勝

手に闘いが始まっていたり、敵が全く見えない、そしておまけに終わりが全く見えない、

そんな状況です。ただただ我慢というストレスを与えられる、本当に厄介なものだと思い

ます。 

 でも、ここ最近ではまんのう町はワクチン接種も始まり、少しは変わるのではないかと

期待しております。 

 また、皆さんも御存じのように、今年は非常に梅雨入りが早かったですね。７０年前の

１９５１年の統計開始以来、四国や近畿で最も早い梅雨入りだそうです。梅雨の時期です

から、なぜかどんよりするところも関係しているのかと思います。 
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 今回は最近起きたことと、これからのお願いを込めて一般質問を始めたいと思います。

では、気持ちを切り替えて一般質問に入りたいと思います。 

 今回の質問は２問、まず一つ、ワクチン接種のやり方と今後の動向は。二つ目が、第２

弾まんのう町４０％のプレミアム商品券発行事業の啓発活動と発行予定はとなっておりま

す。 

 最初の１問目の質問に入ります。 

 ①６５歳以上の方のワクチン接種のやり方と結果をどうお考えか御答弁いただきたいと

思います。①だけの御答弁でお願いいたしたいと思います。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  鈴木崇容議員の、ワクチン接種のやり方と今後の動向はということの御

質問にお答えいたします。 

 その中でまず一番、今回、６５歳以上の方のワクチン接種のやり方と結果をどうお考え

になるかという御質問にお答えいたします。 

 高齢者への新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、３月２９日に６５歳以上

の方全員に接種券を発送しました。高齢者という中には基礎疾患のある方が優先されない

ことや、年齢にかかわらず生活様式や行動範囲は一人一人異なり、感染のリスクは一定で

はないこと等の理由から年齢を区切ることは困難であり、また、町内医療機関の御協力の

下、集団接種から始めて個別接種へと移行するという接種体制も確立されていたことなど

総体的に考慮し、国の示す原則に従いまして６５歳以上の方全てに接種券を発送し、接種

の機会を得ていただくことにいたしました。 

 しかしながら、集団接種１回目、４月５日の予約では一斉に予約が殺到し、電話がつな

がりにくくなる状況となり、回線の増設等対策を講じるとともに、後に始まる個別接種の

案内をお知らせする中、５月６日、２回目の予約時にも電話の混乱は生じ、同じ日を予約

開始日としていた自治体も多く、報道でもありましたように、電話及びインターネット予

約に想定を上回るアクセスが集中したことでつながりにくい状況となり、多くの方々に御

迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。 

 度重なる混乱に対し、皆様から寄せられました御意見に少しでもお答えしたく、自ら予

約を取る手間を省き、予約時の混乱を防ぐため、「ワクチンいつでもどこでも接種」登録

を開始いたしました。町が接種日や医療機関を御案内することで、予約枠の調整やワクチ

ンの廃棄を防ぐこともできます。総数１，０００件を超える申込みをいただいたところで

ございます。現在、情報を精査し、順次、御案内に取りかかっておるところでございます。

たくさんの方に御協力をいただきまして、本当にありがとうございました。 

 ３回目となる５月２４日からの予約におきましては、予約システムの改善等対策を講じ、

また、ようやく接種を希望する高齢者数のワクチンが分配され始めたことを受け、十分な

予約枠を準備することができました。予約初日は電話が混雑しましたが、２日目からは落

ち着きが見え始め、現在は朝や昼休み等一時的に混み合う程度となっております。 



－４１－ 

 以上のことから、ワクチンの分配量が限られた中でのスタートではありましたが、少し

でも早く、少ない人数からでも接種を始めることで安心していただきたく取り組んでまい

りました。 

 今後も医療機関をはじめ、関係機関の御協力を得ながら、迅速かつ安全な接種が実施で

きるよう引き続き尽力してまいります。 

 なお、予約方法や接種対象者を検討する点におきましては課題が多い反面、町独自の工

夫ができるものと考えております。反省すべきところは猛省し、次の接種順位になる過程

におきまして、感染状況や接種の進捗状況を見極めながら、地域の実情に応じた御案内が

できるよう鋭意検討してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  ありがとうございました。もう既に１回目と２回目の集団接種予約

は終わってしまったことですが、また来年もまんのう町でワクチン接種を行う仮定として

発言させていただきます。 

 まんのう町は何事も慎重になさるのに、なぜかこのワクチン接種の予約に関しては、し

っかりとよく考えてから出した結果には思えませんでした。 

 そこで、お聞きします。執行部内で数の足らないワクチンに対して接種券の配布を今や

るべきか、それとも、ワクチンの数の確保ができてからの配布にするのか、また、高齢者

の方から接種をするとか、いろいろな協議や議論はしましたか、お聞きします。 

○大西樹議長  健康増進課長、國廣美紀君。 

○國廣健康増進課長  鈴木議員さんの御質問にお答えします。 

 接種券を配るにつきましては、先ほど答弁にもありましたように、少量ではありました

が、少しでも早くお届けしたいということで、あと関係機関、医療機関でどれだけ実施が

可能かという御意見も伺いながら検討してまいりました。 

 ただ、本当にぎりぎりまでワクチンの分配量が定まらない中での検討でしたので、十分

に検討ができたかといえば、初めてのことでしたので、至らない点もあったかとは思いま

すが、そこで先ほども言ったような区切ることというところが判断は難しいという結論で

発送いたしました。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  分かりました。では、続けます。 

 １回目の４月５日のワクチン予約に関しては、６５歳以上の対象者が７，０００余りに

対して５００人分のワクチン、これをネットや電話で住民の方が取り合う。それは電話も

パンクしますし、予約が取れない方がほとんどですから、批判や御指摘も来ます。これは

やる前から分かっていたことだと思います。私も担当課長には電話がパンクしますよと言

ったと思います。案の定、電話がつながらない、予約が取れない、電話がやっとつながっ

たかと思えば、もう終わりました、次の機会はいついつですと。それは住民の方は非常に

腹も立ちます。そんな方が物すごく激怒されていました。中には、多い方は１００回以上
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電話をかけたと言っていた方もおられました。そして、その結果、いろいろなところに迷

惑がかかり、負の連鎖をもたらしてしまいました。私の携帯にも２０件近くの住民の方か

らお叱りの電話をいただきました。 

 そこで、お聞きします。１回目の４月５日のワクチン予約の結果を見て、２回目、５月

６日の接種予約を改善しようとは考えなかったのですか。これは終わったことですけども、

何もしなかったら次につながらないのでお聞きします。 

○大西樹議長  健康増進課長、國廣美紀君。 

○國廣健康増進課長  鈴木議員さんの御質問にお答えします。 

 ５月６日の２回目の予約に当たりましては、それまで４回線であった電話を回線を増や

す、２回線ではございますが、６回線にすること、あとインターネットの環境を改善する

こと等を講じて臨みました。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  ありがとうございました。そうですね。今から私も言おうとしてい

ましたが、５月６日の２回目のワクチン接種予約も、私はこのままでは同じ繰り返しとし

てしまうと思い、教育民生常任委員会を急遽開催していただき、１回目のやり方とは違う

やり方でしてくれないかとお願いはしましたが、やはりそのやり方は変わらず、先ほど課

長が言われました、電話の回線が４回線から６回線になる、また、電話のガイダンスが流

れるというものでした。そのとき私は言いました。これは電話の数の問題じゃないんです

と。ワクチンの数の問題ですと。結局変わらず、５月６日も１回目と同じ結果となってし

まいました。 

 でも、ただ３回目の５月２４日の予約に関しては、これはたまたま十分な予約枠、３，

０００人分以上のワクチンの確保ができたから、すごく怒られていた住民の方も反発を抑

えることができたんだと思います。もしワクチンの確保ができていなかったら、これはま

た何度も同じ混乱を招いていたかもしれません。ただ、時期とワクチン確保の運がよかっ

ただけだと思います。実際は何の改善もできていなかったからです。 

 そこで、お聞きします。この５月、６月に最初のワクチン接種が終わった方は、今のコ

ロナ感染が終息していなければ、来年の今頃には中和抗体、体の中の抗体がそろそろなく

なる頃です。さらなるワクチン接種を考えなければなりません。もちろんこれは国の方針

や国の考え、医者の考えがあると思います。でも、もし３度目、４度目のワクチン接種を

やるなら、まんのう町はどうお考えか、ワクチン接種予約のやり方を変えていただけるの

かお聞きします。このやり方を変えるというのは、例えば今は一人一人に１通ずつの接種

券を発送しています。６５歳以上の方で７，０００人余り、６４歳以下から、先ほど町長

も言われましたが、接種年齢が下げられて１２歳となりましたので、６４歳以下から１２

歳までの方が９，６５０人余り、合計しますと１万６，６５０人分等の費用がかかるわけ

であります。でも、これを家一軒一軒に送れば、まんのう町では７，５００軒余り、つま

り７，５００通くらいで済みます。費用の削減にもつながると思います。一家族一家族で
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ワクチン接種をしていただいたら、家族内感染も防げます。現在、よく感染経路で聞くの

が、家族の中の誰かが感染した場合、やはり家族内感染が多いです。そういったことも防

げるので、していただきたいなと思いますが、どうお考えかお聞きします。 

○大西樹議長  健康増進課長、國廣美紀君。 

○國廣健康増進課長  鈴木議員さんの御質問にお答えします。 

 今のワクチン接種が一通り終えてから後にまた同じような機会があったときの場合のこ

とですが、そのときに今のままの状況であるのか、季節性のインフルエンザの予防接種と

同じような扱いになるのか、そこはちょっと判断しかねるところではございますが、先ほ

どから予約方法なども含めまして、今回はインターネットとか電話、その状況であるとか、

ワクチンどこでもいつでも登録など手を施してきましたけども、一番は皆様から寄せられ

たお声とか、町独自の健康事業の取組方などをいろいろ反省なりするような点がございま

した。ですので、今後、そういうことがありましたら、鈴木議員さんもおっしゃいました

ように、家庭を一つの単位として捉えるのも経費削減には十分効果があると思いますので、

それも含めまして、地域の特性に合ったやり方を検討してまいりたいと思いますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  ありがとうございます。先ほど町長の答弁の中にも、町独自の工夫

ができるものと考えていると言っていただけたので、そのとき状況に応じて判断していた

だき、工夫していただきたいと思います。 

 では、②コールセンター予約とＳＮＳによる予約との比率をお聞きします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  鈴木議員の、コールセンター予約とＳＮＳによる予約との比率について

お答えいたします。 

 集団接種の予約では、１回目の４３５人分及び２回目の２４０人分ともに、コールセン

ターでの電話予約とインターネット予約の比率は１対２程度、もしくはそれ以上の大差で

インターネット予約が多い状態となりました。 

 また、個別接種の予約におきましては、６月１日現在、総数３，４２９人で、コールセ

ンター予約が１，６７４人、インターネット予約が１，７５５人であり、インターネット

予約のほうが僅かに上回っておるところでございますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  ありがとうございました。比率が１対２と、今、答弁でおっしゃら

れました。これはあくまでもつながった結果であります。やはり電話がつながらなかった

人の数は入っていないということですね。そう考えると、やはり何千人もの方が、高齢者

のお子さん、お孫さんらが電話でかけていると思います。すごい比率になるのではないか

なと、そこをアクセス数で考えれば、すごい数になると私は思います。 

 委員会のほうでも電話の予約とＳＮＳのネット予約を半々にしたらどうかというところ
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もありましたが、それは、結局、どちらかがいっぱいになれば、その方がまた電話をする

ということなので、結果は変わらないという判断を私はしました。ですから、まんのう町

にはやはりまんのう町に合った高齢者の方にいい施策のようなことをしていただけたらあ

りがたいなと思います。 

 そして、ここで少しコールセンターのことについてお聞きします。このコールセンター

予約受付の曜日が変わるとお聞きしましたが、もう変わっているのか、いつ変わるのか、

また、どう変わるのかを教えていただきたいと思います。この放送を聞いている方もおり

ますので、分かりやすくお願いいたします。 

○大西樹議長  健康増進課長、國廣美紀君。 

○國廣健康増進課長  鈴木議員さんの御質問にお答えします。 

 コールセンターのほうは当初から月曜日から金曜日、土曜日お休みで、日曜日も含めて

８時４５分から午後６時まで開業しておりました。土曜日と祝日がお休みという扱いでし

たが、６月からは個別接種が始まります。町内の医療機関で接種をしていただくというこ

とで、急なキャンセルとか、町が一緒に対応を連携していかなければならない点も多いと

想定されますので、６月からは土曜日を開けます。なので月曜日から土曜日の時間は一緒

です。８時４５分から午後６時、日曜日と祝日はお休みとさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  ありがとうございました。よく分かりました。 

 では、③抗原検査キットを町で買い、幾分か蓄える考えはあるのかお聞きします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  鈴木議員の３番目の質問、抗原検査キットを町で買い、幾分か蓄える考

えはあるのかについてのお答えをいたします。 

 現在、家庭での感染が全国的に広がっており、１０代の子供たちも学校で感染し、その

家族も感染するという事例が発生しております。 

 このような状況の中で、鈴木議員御指摘のように、抗原検査キットを町で買い上げ、蓄

えておくことは有効な施策であると認識いたしております。 

 しかしながら、抗原検査キットですが、その場で３０分程度で分かる唾液による簡易キ

ットの抗原検査、いわゆる抗原定性検査は、厚労省も無症状者には推奨していないことか

ら、三豊市は四国中検などの専門的な機関で検査をする抗原定量検査を実施いたしており

ます。まんのう町とても、簡易抗原検査キットの購入は現在のところ考えておらず、実施

するといたしましても、三豊市のような厚労省の推奨する抗原定量検査を実施するのが適

切ではないかと考えております。 

 本町には町立の診療所はありますが、三豊市のような大きな市立病院がないため、安全

で効率的な検査キットの受領場所の検討など様々な課題がございます。 

 今後、抗原検査の有効性などを検証し、導入するかどうか、感染状況に注視しながら鋭
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意検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  ありがとうございました。この抗原検査キットですが、これは簡単

に言うと、コロナ陽性者が出た家族や接触者にＰＣＲ検査をする前に抗原検査キットを渡

し、先に検査をしてもらう、これは気持ちの問題という点もあります。 

 また、県外にどうしても仕事で出られた方、どうしても心配な方が使用していただくと

か、ほかには、災害時、避難所に幾つか抗原検査キットを備蓄していただきたい、そうい

ったことがあるためです。 

 先ほど答弁の中に厚生労働省が無症状者には推奨していない、また、簡易検査キットの

購入は考えていない、厚生労働省が推奨する定量検査が適正と言われましたが、町長、な

ぜ簡易キットの抗原検査が厚生労働省は無症状者に推奨していないと思いますか。これは

無症状者に対する簡易キット定性検査はＰＣＲ検査と比較して感度が低下する可能性があ

るため、確定診断に用いることができないから推奨していないということなんです。確か

に抗原検査には２種類あります。抗原定性検査、抗原定量検査です。簡単に簡易キットと

か抗原検査キットは定性検査ですが、先ほど言われました三豊市で行っているのがしっか

りとした専門的なところで検査したり、病院でしっかり検査するのが定量検査、これは分

かりました。 

 私が言いたいのは、確定診断には今までどおりのＰＣＲ検査でいいと思います。これは

こうしていただかないといけないです。それと、感度が低下する可能性というのは、これ

簡単に言えば、網の目が大きいか小さいかという問題なんです。網の目が小さいのがＰＣ

Ｒ検査、少し網の目が大きいのが抗原検査キット、そういうことだと思うんです。でも網

の目が少し大きいからといって、引っかかる人は検査に引っかかるんです。大事なのは、

感染していなかったら反応はしないんです。でも、限りなく陽性に近い、ぎりぎりのとこ

ろまでは反応が出るらしいんです。要するに安心感、人の気持ちなんです。 

 それに、この簡易キット、抗原検査キットは精度も日に日に向上しています。いろいろ

な薬品会社が出しているキットがたくさんあります。中でも鼻腔スワブといって鼻の奥か

ら取る簡易キットは的確性もあるそうです。それに物自体もそんなに高いものではないん

です。まとめて購入すれば、１個が１，７６０円、これぐらいで買えます。せめて避難所

とかには置いてほしいと私は思います。 

 そこで、お聞きします。避難所とかに改めて購入して置いていただけるお考えはないの

ですか、お聞きします。 

○大西樹議長  総務課長、萩岡一志君。 

○萩岡総務課長  鈴木議員の御質問にお答えします。 

 先ほど申しました抗原検査定性検査につきましては、厚労省が示します指針によります

と、無症状者に対し医師が検査を必要と判断して検査を実施する場合は、やっぱりＰＣＲ

検査を優先されて、あるいは定量検査を行うこととし、定性検査につきましては、無症状
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者に対する確定診断のために使用することは推奨されないとなっております。 

 ただ、鈴木議員がおっしゃいますように、避難所にそういったキットを置くというよう

なことも考えられますけども、今、報道と情報等によりますと、ＰＣＲ検査でも安価なも

のが開発されとるようです。それにつきましては、ＰＣＲ検査キットというのがありまし

て、それを各家庭に配って、その結果は指定された検査機関に送って、その結果がまた検

査機関から戻ってくるような、そういうような機関もありますので、そういったものも含

めまして、今後、検討したいと思っております。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  ありがとうございました。今の御答弁を聞き、購入は全くしないと

いう考えではないということが分かったので、少しよかったと思います。 

 やはりＰＣＲ検査を受ける前の不安感とか、受けた後の結果を待たされる不安感、その

間に少しでもこういうキットで、総務課長がおっしゃられましたＰＣＲ検査キットをもし

購入していただけるのであれば、抗原検査キットよりも性能が高いですから、そちらのほ

うがありがたいです。もしそういうキットを購入していただけるのであれば、多少の解消

ができると思うんです、不安という闘いの中から。これをまたお願いしたいと思います。 

 また、こういうことはやはり抗原検査キットとかＰＣＲ検査のキット、これは三豊市な

んかは非常に進んでやっておられます。こういった施策をまんのう町も取り入れていただ

きたいなと思っておりますので、今後、検討のほうをよろしくお願い申し上げます。 

 では、④のほうに行きます。６４歳以下のワクチン接種は、まんのう町では何歳から接

種するのかお聞きします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  鈴木議員さんの４番目の質問にお答えいたします。 

 ６４歳以下のワクチン接種はまんのう町では何歳から接種するのかとの御質問にお答え

いたします。 

 ６４歳以下のワクチン接種につきましては、まず、基礎疾患のある方、高齢者施設等の

従事者、６０歳から６４歳の方を優先することとされております。 

 国の示す算定方法によりますと、まんのう町の場合、基礎疾患のある方は約１，５００

人、高齢者施設等の従事者は約３００人とされ、６０歳から６４歳が約１，３００人で、

合計約３，１００人となります。 

 今後は、まず、基礎疾患のある方につきまして、町では全容を把握できないため、接種

を希望する方に申込みをいただき、接種券が届きましたら、予約をして接種を受けていた

だくこととします。申込み方法は近日中に行政放送、町ホームページ、医療機関などを通

じてお知らせいたします。 

 また、高齢者施設の従事者は施設内のクラスター対策推進のため、特例として高齢者と

同じタイミングで接種を進めておりますので、それ以外の一定の介護従事者等も可能な限

り同じ時期となるよう取り組んでまいります。 
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 そして、６月末までに６０歳から６４歳の方へと、時期をずらしながら接種券を発送い

たします。 

 一方、５月２１日にモデルナ社製のワクチンが正式に承認され、国ではまず大規模接種

施設で用いた後に、職域での接種へ利用範囲を拡大するとされています。 

 先日、ファイザー社製のワクチンにつきまして、対象年齢と解凍後の冷蔵保存が可能な

期間が改定されました。本町におきましても、ファイザー社製ワクチンの副反応を考慮し、

１６歳以上の学生への接種を夏休み中に実施するのも有効な一案として捉えておりますが、

対象が１２歳以上と広くなったことで、職域接種と同様に、生徒らを対象とした接種をど

のような方針で進めるのか、今後、具体化されていく段階にあると考えております。 

 また、先日、全国知事会が開催され、６４歳以下の方への接種について早急に方針を示

すよう国への要望事項にもなっておりますことから、国の動向に注視するとともに、関係

機関の御意見もお伺いしながら、本町の接種順位の優先性等を検討してまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  ありがとうございました。最近、よく高校生のコロナ患者が出てい

ますが、近隣の高校が何校も休校、学年休校になっております。私自身の考えは、今の時

点で最少年齢は１２歳ですので、１２歳からのワクチン接種をしていただきたいのですが、

そういう思いであります。やはり若い世代の方で、２０代、３０代の方は非常に活発で、

起きている時間も長く、かつ、行動範囲も広く、それにイコールコロナ感染の確率やリス

クが高いとも言えると思います。そういった若い世代の方に早くワクチン接種をしてもら

い、自身の体の中に中和抗体を持っていただくというのは私の考えであります。ワクチン

を一人一人がしっかりと打ってもらうというのは、一人一人の使命として考えていかなけ

ればならないのかなと思っております。状況において、まんのう町でもまんのう町モデル

で対応していただきたいと思います。 

 そこで、お聞きします。今、まんのう町で６５歳以上の方のワクチン接種を行っていま

すが、６５歳以上の方の中には、ほぼほぼ無症状患者の方はおられないと思います。でも、

これからワクチン接種を行おうとしている６４歳以下の方の中には、若ければ若いほど、

無症状患者が隠れていると思います。その無症状患者、無症状感染者にワクチン接種をし

ても大丈夫なのかお聞きします。 

○大西樹議長  健康増進課長、國廣美紀君。 

○國廣健康増進課長  鈴木議員さんの御質問にお答えします。 

 無症状者であるかどうかというのが判断はその場ではしかねることだと思っております。

基本的には接種券が届いた方が会場に、もしくは医療機関にいらっしゃって、予診票に記

載されている内容を基に、また、かかりつけ医に相談されておる場合は、その結果を基に、

最終的には予診を行った医師がサインをして、本人の同意の下、接種されるという流れが

基本であると思っておりますので、その基本的な流れでお答えに代えさせていただきたい
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と思います。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  ありがとうございました。何が聞きたかったかといいますと、もし

無症状患者に対してワクチン接種をして駄目だというのであれば、もちろん１本が無駄に

なります。でも無症状ですから、ワクチンを体に入れることによって発症し、高熱が出る

という可能性もあると考えて、先ほど言いました抗原検査などで３０分程度で分かる検査

をして、限りなく数値がぎりぎりまで上がるような方には御遠慮いただいたらどうなのか

と思いまして、今の質問をいたしましたが、検温などで体温が高いときとかは遠慮してい

ただくということで捉えておきます。 

 まだ６４歳以下のワクチン接種は始まっていませんが、こちらの方のほうの人数がやは

り多いです。違った問題がこれから絶対に出てくると思います。よく言われているのが、

若ければ若い方の接種をすれば、副反応がよく出ると。これは間違いなく言われています

ので、その都度、しっかりと対処していただきたいと思います。 

 では、一つ目の質問を終わります。 

○大西樹議長  １番目の質問を終わります。 

 ここで、休憩を取ります。議場の時計で５０分まで。 

休憩 午後 ２時３３分 

 

再開 午後 ２時５０分 

○大西樹議長  休憩を戻して、会議を再開いたします。 

 １番、鈴木崇容君、続いて２番目の質問を許可します。 

○鈴木崇容議員  二つ目の質問、第２弾まんのう町４０％プレミアム商品券発行事業

の啓発活動と発行の予定はについてお聞きします。 

 もう既に申込期間に入っている４０％プレミアム商品券発行事業ですが、改めて啓発を

兼ねてお聞きします。五つほどお聞きします。 

 申込期限はいつまでか。 

 二つ目、申込数がお一人様何セットまでか。何歳からが対象か。 

 三つ目、引換書はいつ頃までに各家に返信が届くのか。 

 四つ目、お金と商品券の引換え購入期間はいつ頃か。 

 五つ目、商品券の使用期限はいつまでかについてお聞きします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  鈴木議員の、第２弾まんのう町４０％プレミアム商品券発行事業の啓発

活動と発行予定はの御質問にお答えいたします。 

 国の緊急事態宣言の再度の発出や県内における新型コロナウイルス感染症が感染拡大し

たことから、５月８日に県独自の香川県コロナ非常事態宣言を発令するとともに、５月９

日から対処方針の対策期、最高レベルの緊急事態対策期に移行され、県民に対して不要不
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急の外出自粛が求められるなど、新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響により消費が

低迷し、売上げが減少していることから、プレミアム４０％つきのプレミアム商品券を発

行し、町内事業者を支援してまいります。 

 プレミアム商品券について御説明いたします。 

 販売価格は１セットを１万円で販売し、１万４，０００円分の商品券と交換いたします。

購入限度額は昨年度の２倍のお一人様４セット（４万円）までとしております。 

 次に、申込対象者は令和３年４月１日現在でまんのう町に住民票のある１８歳以上の方

としております。１８歳未満の方には子育て保護者応援給付金を児童お一人につき３万円

を直接給付するため、申込対象者から除外いたしております。 

 発行額は２万８，０００セットの２億８，０００万円としておりますので、発行額を上

回る申込みがあった場合には抽選させていただきます。 

 次に、申込方法と申込期限については、広報６月号に「まんのう町プレミアム付商品

券」チラシを折り込みで配布いたしておりますので、チラシについております申込はがき

に必要事項を記入し、切り取った上で、申込期限の６月１５日火曜日までに郵送にて申し

込みください。 

 販売につきましては、まんのう町から送付された引換書と購入額の現金をお持ちになり、

７月３１日から８月２日の３日間で、指定した日時、場所で引換えしてください。 

 商品券の使用期間は、引換えした日から令和４年１月３１日までの６か月間といたして

おります。 

 今回から商品券を１，０００円券のみでなく５００円券を追加し、１セット５００円券

を８枚と１，０００円券を１０枚とし、商品券１枚１枚がばらばらではなくとじたものに

し、ミシン目で切り取るようにしています。５００円券を追加したことにより、１回の購

入額が少額であっても使用できるようにしています。 

 広報、音声告知、町のホームページや連合自治会長会、また、町有施設などで周知して

まいりたいと思います。皆さんで町内事業者を応援していただければと思いますので、商

品券の利用をお願いいたします。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  ありがとうございました。よく分かりました。 

 あと三つほど御質問いたします。 

 まず、皆さんの各家庭にお配りいただいていましたこのＡ３のはがきがついている、ひ

まわりちゃんが載っているプレミアム商品券のこの広告ですが、非常にインパクトがあっ

て、分かりやすくてよかったです。でも、御指摘を受けたところが一点ありました。対象

者のところが分かりづらいと。年齢が１８歳以上の方は全てだと勘違いしてしまうと言わ

れました。よく読んでみると、令和３年４月１日付で１８歳の方というのは分かりますが、

１８歳以上の方となっているので、今でも１８歳の方がいけるのかと勘違いされたらしい

です。 
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 それともう一つは、販売予定数ですが、せっかくこの事業をやるのに、抽せんになれば、

買いたいのに買えない人が出る、これはちょっと残念な結果です。新型コロナウイルス感

染症経済対策事業として国からのお金が出ているのにもかかわらず、なぜかこちら側が歯

止めをかけるようなことになってしまう。そのあたりをどうお考えかと。 

 それと、前回、３０％プレミアム商品券販売実績が４３％だったですが、なぜ売行きが

伸びなかったのか。それと、今回の４０％プレミアム商品券の売行きの目標と、さらなる

町内活性化をどのように考えているか、工夫しているかをお聞きします。担当課長で構い

ませんので、御答弁お願いします。 

○大西樹議長  地域振興課長、松下信重君。 

○松下地域振興課長  鈴木議員の御質問にお答えします。 

 昨年度、プレミアム３０％商品券を発行したわけでございますが、約４３％の結果とい

うふうになりました。住民全員ということを対象にしておりました。 

 今回、約２億８，０００万円ということで発行いたします。昨年が４３％ということで、

それを踏まえて、今年は１８歳以上の方ということで、まんのう町の住民が約１万５，０

００人ぐらいかなと。その中で約半数ぐらいの方に商品券をということで、昨年４３％か

ら計算して、今回、この２億８，０００万円、これはあくまでも一人が上限の４セットを

買った場合ということでは考えてございます。中には２セットの方もおられると思います

ということで、そのパーセンテージからこの２億８，０００万円という数字を出しており

ます。申込みが多かった場合には抽せんになって当たらない方もおられるかと思いますが、

御理解をいただけたらというふうには思ってございます。 

 それと、目標でございます。今のところ、私のほうで思っているのは、この２億８，０

００万円、せっかくこの事業をやっておりますので、私の目標といたしましては、完売と

いうふうなことを考えてございます。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  ありがとうございました。昨年の４３％の販売実績からの計算をさ

れての実績というか、数字だとは思っていました。活性化を考えて、まんのう町で皆さん

が買っていただいて、活性化をしていただきたいと思います。 

 今日、一般質問をした二つの内容は、これは新型コロナウイルスによって、今、行って

いることです。本来ならばやらなくていい施策、しなくてもいいことなのかもしれません。

誰もが初めての中で、手探り、周りの様子を見ながらやっています。もちろんつまずくと

きもあります。でも、同じことでつまずかないように、執行部と議員とでしっかりと精査

して、いい施策を住民の皆さんに届けていきたいと思っております。 

 住民の皆さんには、次なる施策に期待していただき、今回、６月議会の私の一般質問を

終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○大西樹議長  以上で、１番、鈴木崇容君の発言は終わりました。 

 引き続き、一般質問の通告がありますので、これを許可します。 
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 １２番、松下一美君、１番目の質問を許可します。 

○松下一美議員  それでは、ただいま議長のお許しをいただきましたので、１２番、

松下が一般質問をさせていただきます。 

 ７月２３日には東京オリンピック・パラリンピックが開催されるようになっております。

ちょうど５０日余りとなりましたが、今、全国で９都道府県におきまして緊急事態宣言が

６月２０日まで発令されております。そしてまた、都市圏において、最近になって大規模

な集団接種が行われております。そういう中でありますが、ワクチン接種もかなりな数を

目標にしておりますが、まさに正念場でないかと思われます。 

 それでは、通告に基づきまして２点ほど、新型コロナウイルスについてと、それから、

プレミアム商品券発行事業についてをお伺いいたします。 

 まず、新型コロナワクチン接種の今後については、５月２４日からコールセンターで受

付とありますが、住民には分かりやすい説明が必要かと思われます。と申しますのも、第

１回目が４月１２日であり、第２回目が５月６日の予約についてでありますが、先ほど来、

言われておりますように、コールセンターにおきまして、電話、インターネット、タブレ

ット等におきまして非常につながりにくく、中には、私が聞いたところでは、５０回余り

もかけましたが、なかなかつながらんで、やっとつながったときには終了しておりますと

いうことで、かなりお叱りを受けたところであります。 

 ５月２４日より、町内医療機関で個別接種の予約が開始されております。その後も継続

して予約ができることを知らない方もおられるのでないかと思われます。ワクチンいつで

もどこでも接種という登録票により、接種期間は６月８日から７月３１日までとなってお

りますが、通知が来るまでの間、ある程度、混乱が予想されるところであります。と申し

ますのも、やはり第１回、２回の中においては、キャンセルされた人もおるところであり

ますけれども、この中で、６月８日から３１日と言われておりますけれど、期間はその中

でされておるんでありますけれども、５月３１日までに投函をしなければならないという

ことがあります。その中で、ワクチンの接種登録票は５月末までに投函とありますが、６

月以降については、電話またはコールセンターにおいてのスマホ等になるんでしょうが、

そこら辺がなかなか理解がしにくいところでないかと思われますが、見解をお知らせして

いただいたらと思いますので、よろしくお願いします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  松下議員さんの、新型コロナワクチン接種の今後について、５月２４日

からコールセンターで受付とあるが、住民に分かりやすい説明が必要だと思われるとの質

問にお答えいたします。 

 新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、国より本年２月１６日付指示以降、

ワクチンの分配量とその時期に関する情報がなかなか示されない状況が続いておりました

が、５月に入り、ようやく接種を希望する高齢者の方全員に相当するワクチンが確保され、

５月２４日より町内医療機関で行う個別接種の予約を開始しております。６月１日現在で
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３，４２９人受け付けております。 

 周知方法といたしましては、随時、広報、行政告知放送、ホームページによるお知らせ

に加え、各公民館、農改センター等の公有施設や商工会などにおきましても、掲示物を通

してお知らせしております。 

 今後も、より一層、周知徹底に努めるとともに、高齢者に身近な存在である民生委員の

方々などにも機会を捉えてお知らせしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○大西樹議長  １２番、松下一美君。 

○松下一美議員  第１回、第２回の中におかれましては、１回以上接種された方もか

なりの人数がおるかと思われます。そういう中で、キャンセルされた方も何人かはいたか

と思われますが、ワクチンを無駄なく使用されたようでありますが、自治体によれば、取

扱いの不備等により廃棄された、そういう自治体もあったと伺っております。そしてまた、

ワクチンの有効は接種して６か月から８か月とも言われておりますが、その場合、インフ

ルエンザの予防接種と同様、町内の医院またはかかりつけ医等から申込みができないもの

か。と申しますのも、やはりお年寄りの方であれば、電話の聞き取りにくい方等がおられ

ますが、将来、コールセンター一本でいくものか、次回については、そういうことも考え

られるのか、お伺いいたします。 

○大西樹議長  健康増進課長、國廣美紀君。 

○國廣健康増進課長  松下議員さんの質問にお答えします。 

 予約の方法は今後もコールセンターで受け付けるやり方を継続いたします。やはり個別

医療機関ですと、報道にもほかの自治体の状態が流されておりますが、個別の医療機関へ

の負担が大きいというところで、朝から晩まで電話対応というのも、今の業務にまだ上乗

せとなってしまいますので、予約に関しましては、コールセンター一本ということで調整

をさせていただきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

○大西樹議長  １２番、松下一美君。 

○松下一美議員  今、課長さんの答弁では、コールセンター一本でということであり

ますが、高齢者の方々にとりまして、私も含めてではありますけど、やはり電話の聞き取

りにくい方とかいろいろありますが、将来的に検討できるのであれば、お願いしておきた

いと思います。 

 ワクチンは、現在、アメリカ、イギリス、ドイツ、中国、ロシア、インドとか６か国の

みでありますけれど、医薬品、医療関係の先進国と思われておりました日本、そしてまた、

スイス、フランスなどは、まだワクチンの完成に至っておりませんが、国においては、最

近、やっと国産のワクチンを本腰を入れなければならないと表明しておりますが、あまり

にも遅過ぎた感があります。国産ワクチンの開発、生産は国民の健康はもとより、危機管

理に極めて重要なものであるかと思っております。研究、開発に配分するという国の方針

でありますけれど、一日も早い国産ワクチンの完成が望まれるところであります。 
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 現在、高齢者の接種は１６歳以上、６４歳までとありましたが、最近に１２歳以上とい

うように国のほうもいろいろと変わってまいっております。終息までには数年間かかろう

かと思われます。 

 そこで、町長にお伺いいたします。ＰＣＲ検査検査においては、特定給付のときにも提

案させていただきましたけど、早期発見により、蔓延防止等のために、希望者に無料で検

査を行えるようにできないものか、町長にお伺いいたします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  松下議員さんの、ＰＣＲ検査については、特定給付のときにも提案いた

しましたが、蔓延防止のため、希望者に無料で検査が行えるようにしてはどうかとの御質

問にお答えいたします。 

 初めに、全国的にまだまだウイルス感染が終息することなく続く中、松下議員御指摘の

ように、希望する無症状者に対しＰＣＲ検査を実施した際、補助をしている千葉県松戸市

のような団体もございます。 

 現在、香川県では、介護施設等従事者及び飲食店従業員を対象に、一斉ＰＣＲ検査を県

が全額負担して実施いたしております。 

 まんのう町におきましては、常包議員、鈴木議員にもお答えしましたとおり、ＰＣＲ検

査に対する補助金の交付や簡易抗原検査キットの購入は現在のところ考えておらず、実施

するといたしましても、三豊市のような厚労省が推奨しております専門的な機関で検査を

する抗原定量検査を実施するほうが適切ではないかと考えております。 

 しかしながら、まんのう町には町立の診療所はありますが、三豊市のような大きな市立

病院がないため、安全で効率的な検査キットの受領場所の検討など様々な課題がございま

す。 

 今後、抗原検査の有効性などを検証し、導入するかどうか鋭意検討してまいりたいと考

えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

○大西樹議長  １２番、松下一美君。 

○松下一美議員  今朝ほどの新聞によりますと、三木町におきましては、町内勤務の

介護施設従事者、そしてまた、医療従事者等、１，６５０人を対象に無料でＰＣＲ検査を

行う予定であり、６月補正において２，４３５万円を補正に上げておるようでありますが、

今後については、まんのう町においても十分検討していただいたらと思いますけど、再度、

町長のお考えをお伺いいたします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  松下議員さんの再質問にお答えいたします。 

 ＰＣＲ検査につきましては、今後の感染状況、また、ワクチンの接種状況等々、十分状

況を検討しながら検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  １２番、松下一美君。 

○松下一美議員  今、町長の答弁でありますけど、今後十分に検討していただくこと
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でお願いしたらと思います。 

 それで１番目の質問を終わります。 

○大西樹議長  １番目の質問を終わります。 

 続いて、２番目の質問を許可します。 

○松下一美議員  ２番目はプレミアム付商品券発行事業を問うものであります。 

 昨年度販売実績が約４億９，０００万円ほどで、私は４２％ほどと思っておりましたけ

ど、課長の答弁では４３％とありましたが、プレミアム３０％にしては振るわなかったの

ではないかと思っております。その原因がまたどこにあるものか、後でお尋ねしたらと思

います。 

 昨年は３０％でありましたが、売り出された実際には２億７１５万５，０００円と４

３％ぐらいであったかと思われます。当初、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減

少している住民や売上げが激減している事業者、町内には５６５社ほどありますが、生活

支援の安定と町内消費の喚起による事業者への支援が目的でなかったかと思われます。 

 そういう中で、今回は１セット、先ほど来、説明を受けておりますが、１万円のプレミ

アム分４０％を含み、１万４，０００円の商品券で、２万８，０００セット、２億８，０

００万円ほどが発行予定であり、１，０００円券を１０枚、５００円券８枚と、使いやす

いような方法にされているようであります。 

 ２億８，０００万円とプレミアムの１億１，２００万円を入れますと、総額で３億９，

２００万円ほどになろうかと思っております。一人４セットまで、先ほどの説明にもあり

ましたが、売り出されるようでありますけど、目的である住民への生活支援、町内商工業

者への活性化支援という完売を目指すべきかと思われますが、町長の見解を求めます。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  松下議員さんの質問にお答えいたします。 

 昨年度は販売実績が約４２％と、プレミアム３０％にしては振るわなかったが、どこに

原因があったのかの御質問にお答えいたします。 

 昨年度実施したプレミアム３０％つきのプレミアム商品券発行事業につきましては、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、令和２年７月１日から７月１

５日の期間で申込受付をいたしましたが、申込みが低調であったことから、７月２８日ま

で受付を延長いたしました。 

 申込対象者を全住民として、購入限度をお一人２セット、２万円までとして実施いたし

ましたが、申込みは約４４％の結果となりました。 

 商品券の使用開始が８月末からとなり、お中元の時期を過ぎたことや、１，０００円券

のみであったことから、少額での購入時に使用できないこと、また、商品券をどこの販売

店で使用できるかなど、周知不足が原因であったと思われます。 

 今回実施するプレミアム４０％つきプレミアム商品券発行事業につきましては、改善を

行い実施していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○大西樹議長  １２番、松下一美君。 

○松下一美議員  町長、今、答弁をいただきましたんでありますけど、これは前回の

３０％にしても、今の実施が全くないような状態の中で、０．０２％というようなときに

おきましては３０％、そしてまた、今回の４０％のプレミアムということでありますので、

できるだけ住民の生活支援、町内商工業者の活性化という点から、できれば完売を目指す

べきかと思われます。なかなかいろいろと難しいところはありますけど、補助金の絡みも

ありまして、期間も６か月とありますが、それは昨年でも同じ６か月ぐらいでなかったか

と思われます。期間が短い中でありますけど、やはり町としても告知放送をはじめ、いろ

んな場面でＰＲするべきでないかと思っております。そういう点を今後の糧にしていただ

いたらと思いますが、その点をよろしくお願いしたらと思います。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  松下議員さんの再質問にお答えいたします。 

 先ほど鈴木議員の質問にも答弁いたしましたが、５００円の商品券を追加し、１セット

を１万円で販売し、５００円券を８枚と１，０００円券を１０枚にした１万４，０００円

分の商品券を１セットといたしました。現在、申込みの受付を開始しており、商品券の販

売時期を７月３１日から８月２日としておりますので、お中元の前といたしております。 

 また、チラシに商品券の利用可能な販売店を地区ごとに表記するなど改善を行いました。

広報、音声告知、町のホームページや連合自治会長会、また、公民館をはじめ、町有施設

などで周知してまいりたいと思います。 

 プレミアム商品券を発行し、町内消費の喚起を行い、住民皆さんで町内事業者を応援し

ていただければと思いますので、商品券の御利用を重ねてお願いいたします。 

○大西樹議長  １２番、松下一美君。 

○松下一美議員  町長の答弁いただきましたんですけど、これは６月１日から６月１

５日までの申込みでありまして、引換えが７月３１日から８月２日までと、期間は短いと

ころでありますけど、それなりに住民の方々も関心を持たれておると思います。 

 今後につきましては、このプレミアム商品券がぜひ完売に近い数字を示していただきま

すよう、担当課をはじめ、町皆さんにお願いして、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○大西樹議長  以上で、１２番、松下一美君の発言は終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時２１分 

 

再開 午後 ３時２４分 

                      （三好勝利議員退室 午後３時２４分） 

○大西樹議長  休憩を戻して、会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問の通告がありますので、これを許可します。 

 ６番、川西米希子君、質問を許可します。 



－５６－ 

○川西米希子議員  川西でございます。本日の一般質問は私が５番目であり、最後で

す。皆様、また、ふれあい放送をお聞きの皆様も、もう少しの間、お耳を傾けていただけ

ればと思います。お願いいたします。 

 それでは、議長のお許しをいただきましたので、ただいまより私の一般質問をさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 今回は手話言語条例・障害者コミュニケーション条例の制定を求め、お尋ねいたします。 

 御存じのように、手話とは言葉を音ではなく手で表したものです。耳が聞こえない、聞

こえづらい人が自分の意思を他人に伝えるために、手の動きや顔の表情によって表現する

言語を手話と呼びます。音声言語の代わりに手を使ってコミュニケーションを行う方法で

あり、手話を言語として暮らす方々にとっては、生活から切り離すことのできないとても

大切なものです。               （三好勝利議員入室 午後３時２６分） 

 手話には明治時代から平成になるまでの長い年月、言語として認められず、使用を制限

されてきた歴史があります。しかし、平成２３年に法律が改正され、障害者基本法第３条

第３号において、全ての障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通

のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための

手段について選択の機会の拡大が図られることと明記されました。これにより、手話は一

つの言語として認められたものとなっております。 

 現在、手話を言語として認め、手話の普及と利用促進を目指す手話言語条例に加えて、

情報、コミュニケーション支援が必要な障害者の情報保障やコミュニケーション推進を目

指すコミュニケーション条例の制定を行う自治体が増えてきています。香川県内では高松

市、さぬき市、観音寺市、三豊市、丸亀市の５市が既に制定されております。 

 観音寺市では、障害のある人の個人個人の障害の特性に応じたコミュニケーションの作

法は音声言語、手話、点字、音声など様々ですが、そのコミュニケーションが円滑に取れ

るような環境の整備を図り、障害のある人もない人も地域で安心して生活ができる社会を

実現することがこの条例の目的です。全ての障害者のコミュニケーションについての条例

ですと、このように手話言語条例、コミュニケーション条例制定の目的を明記されており

ます。この条例制定には当事者の方も加わり、十分な協議を行った上でつくり上げたと伺

っております。 

 公益社団法人香川県聴覚障害者協会では、毎年、香川県内の市町に手話言語条例の早期

制定についての要望書の提出をされております。手話を言語として認めてもらうための

様々な活動も意欲的にされております。 

 まんのう町におきましても、手話は言語であることを住民が認識し、理解を深め、手話

の普及と手話を利用しやすい環境整備を行うこと、そして、聴覚障害者のみならず、全て

の障害者の情報保障及びコミュニケーション手段の利用の促進を行うことが必要ではない

でしょうか。障害の有無にかかわらず、誰もが共生することのできる地域社会の実現に向

けて、手話言語条例、障害者コミュニケーション条例の制定をすべきかと思います。 
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 そこで、お尋ねいたします。３点、お尋ねいたします。 

 一つ目、窓口に来られた手話をコミュニケーション手段としている方には、どのように

対応されていますでしょうか。また、その他の障害で言語での対応が難しい場合は、どの

ような対応をするよう取り決めていますか。 

 二つ目、職員の方で手話通訳者、手話ができる方はいますでしょうか。 

 三つ目、窓口等でのサービス向上に向けて、災害時の障害者への対応手段を目的として、

また、町職員への手話講習会などの取組をされたことはありますでしょうか。 

 この３点についてお尋ねいたします。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  川西議員さんの、手話言語条例の制定についての御質問にお答えいたし

ます。 

 まず、手話言語条例とは、手話は言語であることを明確にするとともに、手話は言語で

あるという認識の下、聴覚障害者と手話によって心を通わせ、お互いを尊重し、共存でき

る社会の実現を目指して手話の普及啓発、施策推進に努めることが目的の条例で、手話だ

けに限った条例でございます。 

 県下では高松市、さぬき市、丸亀市、観音寺市、三豊市が条例を制定しており、パンフ

レットの作成や手話講習会の開催、手話通訳者を職員として採用するなどを行っておりま

す。 

 現在、まんのう町では聴覚障害１級の方が７名、うち６５歳以上が５名、２級の方が１

２名、うち６５歳以上が８名おられます。 

 まんのう町に手話言語条例はありませんが、まんのう町手話通訳者派遣事業実施要綱を

制定しており、手話を使える方６名が通院や免許更新時に利用されております。 

 役場窓口では手話通訳ができる職員はいませんので、書面での指差し説明、筆談、簡単

な手話やジェスチャーを使って応対いたしておるところでございます。 

 また、講習会につきましては、町単独での開催が難しいため、香川県聴覚障害者協会に

市町手話奉仕員養成事業を委託しており、インターネットやパンフレット、広報誌で受講

者の募集を行っております。講座は週１回２時間の全２２回を入門編とし、その後は週１

回２時間の全２５回を基礎編として実施いたしております。詳しくは協会のホームページ

を見ていただき、御意欲のある方はぜひ申込みいただいたらと考えておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ６番、川西米希子君。 

○川西米希子議員  御答弁いただきましてありがとうございました。窓口での対応に

ついては、それぞれの課で窓口に来られた方に合わせた親切な対応がなされていると私も

認識しております。 

 そこで、一点お尋ねさせていただきたいと思います。 

 町長さんの答弁もいただきましたけれども、手話が言語と法律で認められたことについ
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て、町としてはどのように受け止められていますでしょうか。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  川西議員さんの質問にお答えいたします。 

 手話言語条例といいますか、手話が言語として認められたと。やはり時代の流れでそう

いうような今の世の中になってきたのだなというふうに感じております。 

○大西樹議長  ６番、川西米希子君。 

○川西米希子議員  ありがとうございました。短い答弁でしたけれども、大変にしっ

かりとした答弁をいただきまして、今は世間が手話を認めているんだと、そういう時代に

なったのだと町長さんも認識をされているという、そういう受け止めをさせていただきま

す。御答弁ありがとうございました。 

 現在、インターネット上で香川県知事の新型コロナウイルスに関する情報発信時、手話

通訳者が配置をされ、手話で同時に情報を伝えております。まんのう町におきましても、

ホームページにて動画ニュースが配信されております。今は地域おこし協力隊の方の動画

配信がされておりますので、私も度々見させていただいております。 

 このホームページは住民にとどまらず、広く県外からも見ることができます。動画に手

話通訳や画面に文字が流れるようなことが、そのような工夫がされてもよいのではないか

と思っております。町長さんの御挨拶に手話通訳がつけば、なおさら印象が深くなるので

はないかと思います。 

 また、条例の制定にはかかわらず、町広報誌などに挨拶程度の手話を掲載することによ

り、手話は言語であるとの周知、広報を進めていけるのではないでしょうか。小中学校の

児童生徒、教職員への手話講習の実施などにより、障害者への子供たちの理解も深めるこ

とができるのではないでしょうか。 

 ここでは３点ほど提案をさせていただきましたが、まずは手話言語条例の制定にはかか

わらず、今できることに取り組むことについては、どのようにお考えでしょうか。 

○大西樹議長  町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  川西議員さんの再質問にお答えいたします。 

 令和元年９月に提出がありました香川県聴覚障害者協会の要望につきましては、中讃圏

域（丸亀市、善通寺市、多度津町、琴平町、まんのう町）で情報を共有し、連携、協議し

ながら進めたいと同年１０月に回答いたしております。 

 条例の制定については調査研究中ですが、手話は英語や中国語の言語と同様に、習得ま

でに長い時間と高いスキル、そして環境が必要でございます。手話言語条例だけを制定し

ても、高齢化が進むまんのう町で、町民が広く手話を使いこなせるようになるには長い道

のりが予想されます。他県に目を向けると、県で条例を制定しているところもあるようで

す。まんのう町だけの施策では効果が薄いことから、県民に広く普及啓発が図れるよう、

香川県での条例制定の要望も視野に入れて検討していきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 
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○大西樹議長  ６番、川西米希子君。 

○川西米希子議員  ありがとうございました。御答弁いただきましたけれども、私が

先ほどお尋ねしましたのは、まず、手話言語条例の制定にはかかわらず、今できることに

取り組んでみてはいかがでしょうかという質問をさせていただきましたので、もう一度、

お尋ねいたします。この点について、どのようにお考えになりますでしょうか。 

○大西樹議長  福祉保険課長、池下尚治君。 

○池下福祉保険課長  ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 手話のほうは、手話に限られたいうことで、ちょっと２番目に質問いただいとった質問

のほうとちょっと重複させていただくかもしれませんが、障害者コミュニケーション条例

とかというところもほかされております。丸亀市のほうもしとるんですけども、どこの条

例もちょっと見させていただいたんですけども、１枚のもので、大体どこも同じようなこ

とを書いておられます。 

 僕としては、その条例を制定しただけでは、これはなかなか解決できない。手話は言語

して認めますよ。それから、そういうことの普及に対して予算つけますよというような一

面で、そんなに実施計画的なものを実際のところは書いてないので、これを制定しただけ

で、これは広がっていくということがちょっと難しいと思いましたので、調べさせていた

だいたところ、県下でされとるところもあるので、県を挙げてそういう言語であるという

こととか、普及さす、それから聴覚者協会のほうには事業として依頼しておりますので、

そちらのほうの推進ということもあるんですけれども、なかなかちょっと見させていただ

いたら、私も動画のサイトとかで手話のほうの講座みたいなのもあって、ちょっと見てみ

たんですけど、本当に外国語と同じように、習得にこれはなかなか時間がかかるなという

ことがございます。 

 それで、まんのう町におけるコミュニケーションの課題としましては、障害者のほかに

高齢化に伴い聴覚が大幅に低下している方の増加、それから増加している外国人の労働者

とのコミュニケーションについても、重要な課題として私のほうは認識しております。町

の窓口では、今は筆談、集音器、拡大鏡、ジェスチャーを使って、来庁者とのコミュニケ

ーションに役立てておりますが、職員は苦慮しながらの応対となっております。 

 最近ではスマートフォンの普及が進んで、音声認識ができない人との筆談アプリとか、

それから外国人の翻訳アプリや通訳のアプリというのもかなり進化しております。私がち

ょっと調べた中では、アメリカでは手話が分からない人のために、スマートフォンをかざ

すだけで手話に変換されるようなアプリというのも実用化されているようでございます。

残念ながら、ちょっと日本で調べたんですが、まだそちらのほうは日本ではちょっと普及

してないようです。まんのう町としては筆談アプリとか外国語の翻訳アプリを搭載したタ

ブレット、これは住民が来られたときに、職員は本当に苦慮してますので、そういうのを

導入、それから、今あります既存の手話通訳派遣事業、それから要約筆記者の派遣事業の

要綱というのもございます。そういうところのちょっと見直しですね、条例を制定したと
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ころは、そこの見直しで使える範囲の拡大であったり、それから、報酬のほうを上げたり

ということをやっているようでございます。そういうところの見直し、それから、もちろ

ん手話や外国語を使える職員の採用とかというのもまた協議していかないかんと思います

し、災害時に利用できるようなパネルとかイラスト等、障害者をはじめ、様々な方とのコ

ミュニケーションについて調査研究させていただいて、いろいろ条例制定とかも含めて検

討させていただきたいと思っております。まずは窓口で使えるようなタブレットの導入と

かというのを今は検討しております。以上でございます。 

○大西樹議長  ６番、川西米希子君。 

○川西米希子議員  御答弁ありがとうございました。大変に私が望んでいたような御

答弁をいただきました。タブレットの導入、これも必要だと思いますし、災害時に障害者

に対してどのような対応をするのかということもしっかりと考えていかなければならない

ことの一つだと思います。今後、条例の制定も含めまして、しっかりとお考えいただける

ことを強く要望させていただきます。 

 法律で定められていること、条例で定めることは、町としての役割を明確にすることだ

と思います。ぜひ手話言語条例、障害者コミュニケーション条例を制定していただき、障

害があっても、なくても、コミュニケーションが取れ、健常者と同じタイミングで同じ情

報が受け取れるように施策を進めていただきたいと強く要望するものです。 

 障害があっても住みよい社会は、誰もが住みよい社会であると思います。障害者が住み

よいまちづくりをさらに一歩進めていただきますことを、ここで改めまして、大いなる期

待と希望を持って要望いたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○大西樹議長  以上で、６番、川西米希子君の発言は終わりました。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 なお、次回会議の再開は、６月４日、午前９時３０分といたします。本議場に御参集願

います。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

散会 午後３時４５分 
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